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令和５年第６回 邑南町議会定例会（第４日目）会議録

１．招集年月日 令和５年９月４日（令和５年８月 28日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 議 令和５年９月 13日（水） 午前９時 30 分

散会 午後３時 19分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 植田 靖子

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

11番 中村 昌史 12番 辰田 直久

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 大賀 定
情報みらい創造課

課長補佐 新井 紀弘 地域みらい課長 田村 哲 財務課長 三上 和彦

町民課長 秋田 敏子 医療福祉政策課長 小笠原誠治 産業支援課長 白須 寿

建設課長 上田 修 水道課長 沖野 弘輝 保健課長 坂本 晶子

羽須美支所長 三上 徹 瑞穂支所長 三浦 康孝

教 育 長 大橋 覚 学びのまち総務課長 植田 啓司 学びのまち推進課長 高瀬 満晃
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令和５年第６回邑南町議会定例会議事日程（第４号）

令和５年９月13日（水）午前９時 30分開議

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問
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令和５年第６回 邑南町議会定例会（第４日目） 口述書

【令和５年９月13日（水）】

―― 午前９時30分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布をしたとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１。会議録署名議員の指名をいたします。１１番

中村議員。１２番辰田議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２。一般質問を行います。昨日に引き続き一般質

問を行います。それでは、通告順位第５号平野議員登壇をお願いします。

（平野議員登壇）

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ６番、平野議員。

●平野議員（平野一成） 皆さんおはようございます。６番平野一成でございま

す。９月議会に当たりまして、２日目の１番手として一般質問をさせていただきま

す。どうかよろしくお願いをいたします。私は、今回は大きな項目で２点通告をさせ

ていただいております。最初が、Ａ級グルメ構想並びに日本一の子育て村構想の事業

成果はということで、町の総括をお聞きをし、それを今後町民の皆さんとどう共有し

ていくのかということについて。２点目は、これまで男女共同参画社会を推進を進め
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てまいりましたけれども、その現状と今後の考え方についてお尋ねしたいと思いま

す。最初に、Ａ級グルメ並びに日本一の子育て村構想の事業成果はというところです

けれども、これまで邑南町の産業振興定住促進に関する施策の中心を担ってきた二つ

の施策。これがなくなったのかというような認識が、随分町内で広がっているのでは

ないかと思います。町の説明によりますと、Ａ級グルメは地産地消に、そして日本一

の子育て村を目指しての構想はその理念を引き継ぐ子ども条例ということで、それぞ

れ受け継がれるということですけれども、次のステップに進むという表現ですけれど

も非常にわかりにくいという声も聞きます。先の議会の意見交換会で町民の方から、

事業の成果意義についての総括をして、我々町民に示して欲しいという意見もござい

ました。そこで１点目の質問ですが、町の総括といいますか事業の分析評価検証を伺

いたいと思います。最初にＡ級グルメ構想について伺います。担当課のほうに事業の

総括を伺う前に、昨日の宮田議員の質問の中でやりとりがございました。なぜＡ級グ

ルメ構想を廃止したのかという質問への答弁で、石橋町長はやめたということではな

いと。多くの町民の方から、よくやっているなという評価がないと事業の推進は難し

いという答弁がございました。また、基幹産業の農業の振興につなげることができな

かったという思いも述べられました。確かにＡ級グルメに関しましては外部の評価と

は裏腹に、町内での評価が盛り上がらなかったのは確かではないかと思います。そこ

で、Ａ級グルメの文言は町は使用しないという報道が今年１月にありました。私も少

し違和感を感じていたのも事実です。しかし、Ａ級グルメに関しましては、実際には

町内の３社とＡ級グルメブランドを引き継ぐ協定を結ばれているということもあるよ

うですし、今後の地産地消への強化の思いも昨日の町長の答弁の中で共感できるもの

があります。そこで町長にお伺いしたいのですが、なぜ自らＡ級グルメを使用しない

と表明されたのか。表明しなければならない理由があったのか。また、全国Ａ級グル

メ連合からの脱退ということも大きなニュースで取り扱われました。なぜ、脱退をす

るという判断があったのか。また、オブザーバーという形で参加をされるということ

ですけれども、そこにどのような石橋町長の思いがあるのか、この点について町長の

判断、思いというものをお聞かせいただければと思います。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 改めてお答えをしたいと思います。Ａ級グルメ構想、こ

の１０年間の成果ということについては何度も述べておりますように定住あるいは起
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業創業観光等々、いわゆる過疎脱却については一定の成果があったと思っております

し、町の知名度イメージアップにも効果があったという意味では、外から見た邑南町

の評価は上がったことは間違いないと思います。しかしながら、外からの評判はいい

のになぜ町内からの盛り上がりが少ないのかということであります。私なりに考えた

とき足元の農業、これはまだ様々な課題を抱えてるのが現実であります。その中で、

やはり根本的には農業生産者の並々ならぬ御努力あるいはそしてこだわり技術、そう

いうところへもっともっとスポットを当て生産者が頑張っておられる姿、あるいは

我々の命をつないでいただいている重要な役割を再認識し感謝する気持ちを、町民全

体で共有することが大事であるということに至ったわけであります。そのためには、

まさしくこれからやろうとしております食育が根幹であると思いますし、拠点は食の

学校であるとも思っております。こういうところは、来年度しっかり予算立てをして

いきたいなと思います。行政が今求められている役割、このことが問われてるんでは

ないかと、そこを今後力を入れてやっていきたいと思っております。これらを着実に

実行していくことで、本当の意味での食のまちづくりができるんではないかなと考え

ております。少しそれるかもしれませんけども、よくブランドづくりとかという話が

よく聞くわけであります。やっぱりブランドを育てるということについて考えてみま

すと、ブランドの担い手作り手である生産者が、地元で評価されて愛されなければな

らない。まずそこが大事だと思います。例えば、神紅の話が昨日出ました。神紅の今

後についても、まず地元の方々が町民の方々が本当においしいと思っていただくこと

が大事で、町内の店頭での評価あるいは、今やっております学校での給食で神紅が提

供されたことは私は大変良いことだと思います。そこが肝腎なわけでございまして、

いきなり羽田空港で販売をしていくということもある意味では大事かもしれませんけ

ども、もっともっと地元でも盛り上げていくことが本当の意味でのブランドづくりに

なると考えております。昨日の鍵本議員の意見とは、私はこのことが違うと考えてお

ります。なお今後につきましても、民間の方々が食のまちづくりで更なる発展を求め

られていらっしゃいますので、農業生産者も加わって一緒に手を携えて、もっともっ

と食のまちづくりを発展をさせていきたいと考えております。それからＡ級グルメ連

合の脱退でございますが、私もこれは総会に何度か参加をいたしましたが、やはり連

合に加わっていただいてる自治体の思いがそれぞれ違うんではないかなと。それを一

つの理念のもとにまとめ上げてやっていくことにはちょっと無理があるし、議論がな

かなか深掘りできないということを感じておりました。そこで提案したのは、やはり

共通テーマとして何かを考えて欲しい。例えば、先ほど言いましたような本当の意味

での食のまちづくりを議論しようじゃないかというような話も総会ではさしてもらい

ましたけども、そこが実態としてはうまくいってないということであります。そうい
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う中で先ほど述べたようなことで邑南町のまちづくりがやっていきますので、少し手

を引いてオブザーバーという形で参加するほうがいいんじゃないかと。邑南町の私の

主張が必ずしも正しいとは限りません。Ａ級グルメ連合の様々なやっぱり考え方があ

ります。それを押し付けることもよくありません。そういう意味でＡ級グルメ連合に

ついても、今後どうなるかということについては気になるところでありますけども、

更なる今までの議論したベースをもとに、やはり更なる発展ということに大いに期待

をしていきたいなと考えております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 今町長の判断といいますか思いをお聞きいたしました。

昨日も言われましたけれども、町の基幹産業である農業ということに思いをいたし

て、それから労働者の皆さん方に心寄せるということを昨日もおっしゃいましたけれ

ども、私はそのことがＡ級グルメ事業の一つの総括としてはそういうことが根底にあ

るのかなと考えております。ただ私が議会に議席をいただきましたのが平成２５年で

すけれども、そのときには既にＡ級グルメが盛んに行われておりました。その時点に

おきましても、町民の皆さんからなかなかわからない。方向性が見えないというよう

なことがあり、私もいろいろ質問をさしていただいたり提案等もさせていただきまし

た。ほかの議員さんも、様々そのことに対しては質問提案をされておられましたけれ

ども、この前のいわゆる町長が表明されたＡ級グルメを町としては使わないというと

ころが、非常にマスコミあたりで非常に反響しております。あるところでは、Ａ級グ

ルメが消えるというようなことまで書かれておるマスコミもございました。そういう

意味で、やはり今のＡ級グルメからステップアップをして地産地消へ進むにおいて

は、やはりこのＡ級グルメの施策の中でどういう課題があったのか。なぜ、その課題

が克服できなかったのか。そういうところを、しっかりと担当課だけじゃなくて邑南

町の一つの大きな目玉の事業でしたので町全体でしっかりと検証していただいて、そ

れを町民から意見がありましたように、町民の皆さんとこんな成果があってこんな課

題があるんだよというところを、しっかりと共有されるところを今後進めていってい

ただければと思います。町長に聞きましたので、あと細かい事項についてはいいかな

と思います。地産地消を進めていくわけですけれども、もともとがこの地産地消とい

うことから、産業振興の手段としてのＡ級グルメという発想であったと思います。そ

ういう意味では、先ほど申し上げました課題や反省点成果ももちろんですが、それを
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土台として次のステップとして地産地消ということへステップアップして進めていっ

ていただきたい。それを町民の皆さんにどう示していただけるか。そして理解を求め

て参加協力を求めていく。そういうことが今後のステップアップにつながると思いま

すので、そうした取組みをされることを是非期待をしておきたいと思います。そうし

ましたら、次の日本一の子育て村を目指して構想のほうに移ります。基本的に質問事

項は同じ内容でございます。構想期間が終了したということで、推進会議が解散をし

たということがありました。これがＡ級グルメと同じように、はあせんのかと伝わっ

ている節があるように感じられます。この日本一の子育て村の目指しての構想のこの

理念を引き継いで、子ども条例というものが制定をされております。前日の鍵本議員

との質疑の中でもございましたけれども、先ほど質問しましたＡ級グルメ施策と同じ

ように、やはりこの子育て村構想の成果反省あるいは課題認識をもって子ども条例へ

の町民の皆さんの理解を深める努力、そして町民の皆さ自らの実践をしていただかな

ければ、ほんまの理念に終わってしまうじゃないかと思います。そこで、子育て村構

想の成果反省課題認識について担当課に総括をしておられるかお伺いしたいと思いま

す。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 日本一の子育て村基本構想について、実績と評

価反省点等の総括をしているのかという御質問でございます。昨日鍵本議員さんから

も同趣旨の御質問がありましたので、少し重複することがあるかもしれませんが御容

赦願いたいと思います。日本一の子育て村基本構想につきましては、令和元年度令和

２年度の２か年に島根県中山間地域研究センターと共同研究という形で効果検証を行

っております。検証結果としましては、子育て村構想では１０年間の取組みによって

１８歳未満人口を１，８００人にしたいということを目標として定めていました。結

果としましては１，８００人に達しておりませんので数値目標としては未達成という

ことでございます。しかし、構想開始後は人口減少の速度が若干低下しているという

ことと、将来推計人口が構想前の将来推計と構想後の将来推計では改善をしたという

結果も出ておるということでございます。実際の効果としましては、矢上高校の入学

者を左右する中学３年生の生徒数当面は８０人前後で推移するという見込みでありま

す。これまでの取組みが、令和６年度の矢上高校の入学定員増加にもつながったと思

っています。最近ニュースで出ましたけども、今の１学年の生徒数が９５人定員が１
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３人増えて１０８人にまで定員が増加したということでございます。子育て村構想の

効果だけが影響しているわけではございませんけども、他の自治体に先んじて子育て

支援に取り組んできた効果が、こういったとこにも現れてきたのかなと考えておりま

す。反省点の部分につきましては、日本一の子育て村基本構想は定住対策の施策であ

りまして子育て支援策に比重を置いておりました。子供の視点に立った子供の育ちの

環境づくりの視点は少し弱い傾向にあったと考えておりまして、そのことを踏まえま

して昨年制定しました邑南町子ども条例では、子供たちには自ら育つ力がありそれを

周りがサポートするという、子育ちを新たなキーワードとして加えているということ

であります。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 日本一の子育て村を目指して構想の構想期間は一応終了

したけども、その振り返りをしているということでございます。あくまでも定住対策

というところで子育てを中心としていたけれども、これからは子育ちということで子

ども条例を制定されたということでございます。子育ちということで言いますと、私

も以前に３歳以下の子どもの心の教育ということも聞いたことがございますけれどっ

も、その辺につきましては社会情勢とかいろんなことがありまして、非常に難しい環

境にはあると思います。是非ともこの子ども条例というものを理念だけじゃなくて、

実際にどのように皆さんに理解していただいてどのように自ら実践していただくかと

いうところが、非常に大事なところだろうと思います。その点について執行部のほう

で何かこうしたいというものがありますでしょうか。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 日本一の子育て村構想を子ども条例のほうに引

き継いだということでございますので、それをしっかりと町民の皆さんと共有しなが

ら、これから進めていくためどういった方向性があるのかという御質問だったと思い

ます。昨年１２月に制定したばかりでございますけどもこの邑南町子ども条例につい

ては、広報おおなん２０２３年令和５年の１月号であったりとかホームページのほう
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にも掲載をして、内容を説明するとともに周知をはかってきているということで、こ

ういったところで見られるようにはしているということでございます。その際に議会

のほうからも御提案ありました条例文だけではわかりづらいということで、その条例

文を詳しく説明する逐条解説というものを作らせていただいて、それも同時に掲載を

して中身をかみ砕いて説明をしているということでございます。一方で条例っていう

のはなじみがないということでございますので、理解を深めるというところに関して

言いますと配って見てくださいというとこだけでは難しいんだと考えております。実

際には出前講座というものがありますけど、そういったところで直接伺ってよりわか

りやすく内容を説明することで、理解を深めていくという方法もあるのかなと考えて

おります。それ以外の方法としましては、やはり条例に基づいたこの制度や政策を推

進しながら、その背景にはこの条例が理念としてあるんですよということを伝えてい

く必要があるのかなと考えております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 今後の方向性等々についてはできるだけたくさんの人に

理解をしていただいて、参加をしていただくという方向を出していっていただければ

と思います。先ほどのＡ級グルメのところで申し上げましたけれども担当課だけで進

めるものではないと思いますので、町内の様々な場面においてそういうものをしっか

りと皆さんにわかっていただけるような取組みを是非皆さんで、我々議員もしなけれ

ばいけませんけれども、町をあげて取り組んでいこうというところを確認していただ

ければと思います。よろしくお願いします。そうしましたら、２番目のＬＧＢＴ理解

増進法成立が町の男女共同参画施策に与える影響をどう考えるかという非常に難しい

課題でございますけれども、本年ＬＧＢＴ理解増進法というものが国会で成立をいた

しました。これは余り大手メディアとかそういうところでは余り詳しくは報道されて

おりませんので、なかなか皆さんも理解しにくいことがあるのかなと感じております

が。今邑南町が積極的に進めております、男女共同参画の施策に少なからず影響が出

てくるのではないかという危惧を少ししております。そこで男女共同参画のこれまで

の施策の推進、そして成果と今後の課題についてお伺いしたいと思います。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） 男女共同参画施策のこれまでの取組みと成果、課題

はという御質問でございます。男女共同参画施策につきましては男女共同参画推進の

町宣言にある、みとめあいささえ愛心ひびきあう町おおなんを実現するため、第２次

男女共同参画計画を基に取組みを進めております。各課ごとに目標に対する具体的取

組み内容を決め毎年その実施状況について評価を行い、男女共同参画推進委員会にお

いて検証を行っていただいております。成果といたしましては令和３年度に行った男

女共同参画に関する町民意識調査結果から述べますと、男は仕事女は家庭というよう

な性別による役割分担意識に関して、５年前の調査と比べて否定的な意見が３９．

２％から５４．５％と増えており、また女性の就労についても、子どもができても仕

事を続ける継続型を支持する意見が初めて５０％を超えるなど、社会情勢の変化が影

響している部分もあるとは思われますが、町民の方の意識が少しずつ変化してきてい

ることがうかがわれます。しかしながら、日常生活における家事育児介護では女性が

担っている割合が高く、男女の地位の平等感についても男性優遇と答えた割合が約７

０％と前回の調査と同様の結果となっております。その原因につきましても、前回同

様社会通念、慣習、しきたりが根強いとの回答が、最も多い結果となっております。

まだまだ、性別による格差があり意識改革など男女共同参画を推進していくために取

り組まなければならない課題は多い状況にあります。今までの慣習、考え方、無意識

な思い込みは簡単には変えることはできませんが、施策をとおして町民の方に新たな

気づきを感じていただき、意識改革につながるよう今後も進めていきたいと考えてお

ります。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 私も地域のほうで男女共同参画の推進の会のほうに入ら

せていただいておりまして、いろいろと取組み等これまでもやらせていただきまし

た。推進会議のほうでも意見をいろいろ言わせていただいておりますけれども、国の

ほうで男女共同参画の施策が基本的には方針が出されておりますけれども、今年も石

橋町長がジェンダーギャップ指数で日本は１４６か国中１２５位であるということを

言われました。男女共同というところが実現できていないんじゃないかということで

ありますけれども、このジェンダーというか男女の関係のことで言いますと、ほかに
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も様々な統計資料がございます。例えば、先ほどのジェンダーギャップ指数では教育

でありますとかそのへんは、日本は随分上のほうにおります。ただ政治参加というと

ころで非常にポイントが下がっておりますので、１２５位ということでございます。

国連開発計画の人間開発報告書というのが、２０２１年２０２２年のがございます。

これは、健康、知識、生活水準というところでは７６位。ジェンダー不平等指数。こ

れは性と生殖に関する健康あるいは能力を十分引き出せる環境にあるかと、労働市場

への参加というところでは２２位という指標がございます。また世界価値感調査とい

うのがございますけれども、日本の女性の幸福度が男性の幸福度を上回る程度とい

う、幸福度女性優位度という統計によりますと２０１７年の統計ですけれども、日本

はフィンランドに次いで第２位であるというような数字もございます。男性と女性の

性別による格差、そういういろいろな分野を指標とするところで随分変わってきま

す。ですから男女共同参画社会ということに向けて非常に大きなテーマでありますけ

れども、これまで進められた様々な町民アンケート等をしっかりと検証をされて、ま

たこういう様々な指標を活用されて、いろんな分野ではこういう考え方の違いがある

んだよというところもしっかりと検証していただければと思います。特に、今世界で

１２５位という数字と女性の幸福度は世界で第２位というこの数字のギャップです

ね。このへんは邑南町内のことを言えば違ってくるんでしょうけれども、みとめあい

ささえ愛、お互いの違いを認め合いというところをしっかりと皆さんに理解をしてい

ただくというようなところで、今後も進めていっていただければと思います。それで

次の２番目ですけれども、先ほど言いましたＬＧＢＴ理解増進法というのが今年の６

月に公布施行されております。３か月前ですんでその詳しい内容等々については行政

のほうでもつかんでおられないかと思います。これまで進んできました男女という性

別による格差是正、その男女ということに関してこのＬＧＢＴ理解推進法で非常に話

題になりました。ジェンダーアイデンティティーという性自認という言葉なんですけ

れども、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●今まで男女平等ということで推進してきたところにこのジ

ェンダーアイデンティティーという概念が入ってくると、非常に難しいことになりは

しないかという思いをしております。そのことにつきまして、男女共同参画を推進さ

れます担当課にとりまして、そういう課題認識はありますでしょうか。お聞きしたい

と思います。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） ＬＧＢＴ理解増進法が成立して、男女共同参画を進

める上での課題認識があるかという御質問だったと思います。ＬＧＢＴ理解増進法

は、性の多様性に関する国民理解が必ずしも十分ではないことに鑑み国民の理解の増

進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め多様性を受け入れる精神をかん養し多

様性に寛容な社会を実現することを目的としております。この間取組みを進めてきて

おります男女共同参画につきましては、性別に関わりなく個人として尊重され、その

個性と能力を十分に発揮し平等に参画できる社会の実現を目標としております。性の

多様性への理解をすすめていきながら男女共同参画をすすめていくことを危惧する意

見があるということですが、確かに今まで男性女性という視点で男女共同参画をすす

めてきた経過からすると、混乱してしまう戸惑う部分があるということは課題と考え

ます。しかしながら、性の多様性を理解し尊重するということは、誰もが平等である

社会の実現という意味では目指すべきところは同様と考えております。町としては、

この間ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの方への配慮という視点で職員採用試験の申

込み用紙の性別欄の廃止、印鑑登録証明の性別欄の削除等の見直しなどを行っており

ます。男性がいて女性がいて多様な性の方がおられるとの考えのもとに、それぞれの

課題解決に向けて取り組んでいく必要があると考えております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 今後の男女共同参画、基本的にお互いに多様性を認め合

っていくという施策であるので、基本的にはそんなに影響はないだろうということで

ございますけれども、今後新たな課題も出てくるかもしれませんけれども、そのへん

につきましては理解を増進するというところには至っていないのかもしれませんの

で、その点は少し気をつけながら施策を推進していっていただきたいなと思います。

●石橋議長（石橋純二） 一般質問の途中ではございますが、暫時休憩とします。

── 午前 10時 13分 休憩 ――

―― 午前 10時 17分 再開 ――
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●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。

●平野議員（平野一成） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） すいません、先ほどのジェンダーアイデンティティーの

ところの質問の中で不適切な発言がございましたので、訂正をさせていただきたいと

思います。お願いいたします。

●石橋議長（石橋純二） はい、どうぞ続けてください。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） それでは３番目の質問に入ります。ＬＧＢＴ理解増進法

の中で、いわゆる学校教育学校現場において子供たちの教育に対する進め方が危惧さ

れているという報道もございます。そういうことに関しまして、町の教育委員会とし

てはどのようにお考えであるかお聞きしたいと思います。

○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学びのまち推進課長。

○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議員御質問の、子供たちへの人権意識へ

の学校現場での進め方が危惧されている。役割を担う教育委員会の見解はとの御質問

でございます。ＬＧＢＴ理解増進法が成立し考え方や取組みなどが議論されていると

ころではございますが、既に文部科学省から平成２７年４月に、性同一性障害に係る

児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について教職員向けの対応が既に通知さ

れておりまして、その中で性同一性障がいに係る児童生徒についての支援体制やＱ＆

Ａ方式で対応の仕方などが示されています。また、令和４年１２月に出された生徒指

導提要にも、性的マイノリティの関する理解と学校での対応、児童生徒の支援、当事
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者である児童生徒の保護者との関係づくり、教育委員会における支援が取り上げられ

ております。性の多様性については、島根県教育委員会人権同和教育課より性の多様

性が認められる学校づくり、自分らしさその人らしさを大切にする学校づくりについ

ての基本的な考え方が示されております。邑南町教育委員会では、この考えを中心に

人権同和教育を進めております。特に、性的指向や性自認に関わることが、いじめ、

不登校、自死の原因につながっている事例があることや、性的指向や性自認などで悩

んでいる子どもも含め、全ての子どもたちが安心して生活できる学校づくりを進めて

いくことが重要であると考えます。特に次の４点について子どもたちの性の多様性に

関わる思い悩みをしっかり受け止め、支援や配慮をする必要があると考えます。まず

１点目としては、学校の中には男女別を前提とした仕組みや制度があります。誰もが

安心して生活できる制度になっているか振り返ってみること。２点目としては、自分

の性について戸惑いや不安を抱いている子供がいること。成長の過程や時期により、

性的指向や性自認がゆらぐことを理解しておくこと。３点目としては、性の多様性を

ありのままに受け入れられる雰囲気づくり集団づくりに務めること。最後４点目です

が、相談することは本人にとってとても勇気がいることであること。相談しやすい雰

囲気づくり環境づくりを進めるとともに、どの教職員でも相談に対応できるように研

修などを進めていくこと。今後も意図的計画的な継続した取組みになるようにしてい

きたいと思っております。また、各学校は人権意識を高揚させるために、複合的に教

科や日常の活動の中に人権のフィルターをもって人権感覚も育てながら日々取り組ん

でおります。教育委員会としても、町ぐるみの人権意識が高揚しないと学校に特化し

ただけでは浸透はしませんので、教職員や地域の住民の人権意識が高まるようアンテ

ナを高くして、学校教育をはじめ地域の人権創造の場としての公民館活動など幅広い

視野で、町の人権目標を達成させるために必要な参加型学習活動、自尊感情の醸成、

非攻撃的自己主張ができるような研修や、人と関わるためのコミュニケーション能力

研修等年間の中で計画して啓発実践しているところでございます。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） 今の教育委員会の答弁、非常に私も安心をいたしまし

た。以前より、そういう人権関係については非常に積極的に取り組んでいただいてお

るということで安心をいたしました。今日一般質問させていただきましたけれども、

今後の事業を進める上においても前半でも申し上げましたように、町民の皆さんと行
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政の皆さんと一緒になって一つの同じ目標に向かって歩みを続けていくためには、ど

うしたらいいかというのを事業の中でいろいろと考えていっていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。時間がまだ少しありますけども、私の一般質問はこれで

終わりたいと思います。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、平野議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午前１０時４５分とさせていただきます。

―― 午前 10時 25分 休憩 ――

―― 午前 10時 45分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして通告順位第６号辰田議

員、登壇をお願いします。

（辰田議員登壇）

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） １２番辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） １２番辰田でございます。今回９月定例会に当たりまし

て４つの項目で質問をさせていただくことになりました。まず、最初にこれまでも何

回も質問をさせていただいておりますが、建設がそこの目の前まで迫っている中で確

認をさせていただいきたいこともございますので、あえてまた質問をさせていただき

ます。道の駅の改築に伴う今後の財政負担についてお聞きします。現時点での事業の

進捗状況。これは計画どおり、少し入札がずれているということは承知しておるとこ

でございますが、その進捗状況につきましては主に予定の工期それからその入札状

況、そして１２公民館をつなぐ重要施設というふれこみがあったわけですが、その意

味合いでの計画の進捗状況。それとテナントスペースなども青写真等もできているん

ですが、そこに参入されるまた活用されるスペースの計画の進捗状況についてお聞き
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します。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 道の駅瑞穂の再整備事業の進捗状況についての

御質問でございます。進捗状況のうち、ハード整備につきましては４年度から実施し

ております国道工事。広島側から左折レーンを追加する工事でございます。それから

敷地の造成工事も順調に進んでおりまして、今後は令和６年度にかけまして、本体工

事、融雪設備工事、家具備品整備工事、外構工事を実施することにしております。お

おむね予定どおり進捗しているところでございますが、本体工事につきましては先ほ

ど議員が言われましたように、少し事業者の選定が遅れておるということでございま

す。県や関係機関のアドバイスをいただきながら対応を進めたいと考えております。

また、設計業務につきましては家具備品の設計業務を行っておりますが、令和６年度

の整備工事へ円滑に進めるように計画をしているとこでございます。次にソフト事業

でございます。令和３年度から実施しております開設準備業務だったり、開設支援業

務に関して言いますと今年度から開始しました集出荷実証実験ですね、これ事態６年

度にかけても実施する計画でございます。今後一体化で整備を進めております島根県

との費用負担の協議を深めながらこれらソフト事業の実施によって、今後の運営体制

の計画の確立、維持管理費用等の必要経費の試算を錬磨しまして、早期に開業後の施

設管理に関する事項を決定してまいりたいと考えておるとこでございます。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） ハードソフトを同時進行というのは難しい面もあると思

いますが、当初示された計画目的目標そしていろいろと公約をされている部分もある

んですが、１２公民館をつなぐというのが具体的にどうなのか、そのへんのことは今

課長の答弁からはちょっと私は理解はできないんですが、今後詰めていかなければな

らないのも事実ですし、今不確定的なものもここでは言えないということもわかりま

す。ただそういった触れ込みで理解を求めてこういった大きな事業予算を伴う建築物

を改築するわけですので、このへんは今ここでというよりも追々そういったものを示
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されていかないと、ただ建物だけが目的であったんだととられたんでは、意味合いが

違ってくるんではないかと思います。このへんをお願いをしておきたいと思います。

私が普段から常任委員会等でもお聞きをしていることでもありますが、目の前に本体

工事に係る状況になっているところで、議会としては、建築費３０億以内という意味

で改築には賛成をした経緯もあるわけなんですが、完成後の道の駅に関わる公の財政

負担がどのぐらいかかるんであるかということも、大切な視点ではないかと思いま

す。これまで何度か質問してまいりましたが、議会軽視ということで町長が謝罪をさ

れた案件もあったことも事実ですし、当初から土地絡みの件とか事業に対する見積も

りの甘さから、予算の増額や計画変更が散見されてきた。これが事実ではないかと思

います。建てる段階になって今後のそういった財政負担とかいうもの、もう早期に示

しておかないと、建ててしまえばもう議会も賛同していただいたんだからという考え

方では、今後が危ぶまれる点もありますのでその点をお聞きしたいと思います。まず

二つお聞きしたいと思います。先ほど述べたこれまでの経緯も鑑みて確認をさせてい

ただきたいんですが、完成後建物に関わる光熱水費等も算出はされてきてると思いま

すが、管理費などのランニングコストの負担については、指定管理者との町の負担割

合を含めてどのような計画となっているか。具体的な金額は難しいかと思いますがそ

の考え方についてを示していただきたい。そしてもう一つは現在の道の駅ですが、借

地や建物が今後必要なのかどうか。そして処分するならどうするのか。その計画とそ

れに関わってくる財政負担がどのぐらいを予想されているかというものを示していた

だきたいと思います。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 初めに現在の指定管理予定者との指定管理に係る

将来負担についてでございます。現在整備が進められています道の駅では、道路管理

者である島根県が整備する駐車場、トイレ、休憩施設などと、町が整備する産直市な

どの地域振興施設、それから追加の駐車場などの区画に分かれています。島根県が設

置する部分については、島根県から町に対して施設の管理委託料が支払われる予定で

すので、これを委託料として指定管理者に支払う必要があると考えています。また、

島根県整備以外の町が整備する地域振興施設などに関しましては、管理委託料などに

ついて指定管理者と協議を進めていく必要があります。現在は産直市などの地域振興

施設の運営による収益で管理費を負担していただいておりますが、新しい道の駅は現
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在の道の駅と比較すると建物も多くなり駐車場などの敷地面積も大きくなります。現

在収支を概算で算定しておりますが改めて現在の状況なども鑑みて、収益部門と非収

益部門の区分をしっかりつけた上で、光熱水費あるいは環境整備設備等の維持管理な

どの管理費用について整理した上で、指定管理料の支払いそれから町への納付金につ

いて検討していくこととしています。続きまして現在の道の駅の土地建物の考え方に

ついてでございます。建物は町が所有するものでございます。一方で駐車場部分を含

めた道の駅の敷地については借地となっています。現在の借地契約の期間は令和８年

３月３１日までとなっています。期間終了後の対応でございますが、建物につきまし

ては町としては利用しないという方針としております。このことを前提に、土地所有

者と土地のことについては協議を進めているところでございます。以上でございま

す。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 今の課長の答弁は方針を説明されただけなんですよ。普

通こういった大きなものをこしらえていく場合、指定管理予定者は早々に決まったわ

けです。そうすると町民にとっては財政負担がどのぐらいだろうか。それから指定管

理予定者についてはどのぐらいの負担が必要なのであろうかということの中で、法外

な負担がいれば指定管理予定者が予定者でなくなる可能性があることも考えられると

思うんです。そうなると指定管理料とで相殺する方法だってあるんです。逆に言うた

ら不透明なんですよ。そういうことを協議してから、お互いの責任をもって委託側と

受託側の関係を保つことが本当ではないかと私は思います。未だに具体的な跡地の関

わる経費とかもこれまでにも大分言ってきたんですが、未だに具体的なこと町として

は使う気持ちはないということでありましたが、これも確定的なものでは私はないと

思います。今のようにかかってくる経費によってもいろいろ考え方も出てくるんでは

ないかと思うんですが、この点をもう建築に係る入札に出す段階になってもまだ詰め

てない。方針だけということはちょっと無責任すぎやしませんか。建ててしまえばあ

とは、どのぐらいにかかって町民にどれだけ負担をまたお願いしなければいけないと

いうことのアバウトでも示されてない。方針だけでは全然思ったより多かったか少な

かったかもわからない。いつごろまでに具体的なものを出していただけるのかお聞き

します。
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○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 現在の道の駅の解体経費等につきましては現在概

算で算出をいたしまして、財務課と投資的普通建設事業等のヒアリングなどの協議を

しているところでございます。まだ概算の段階でございます。現在の道の駅の取り扱

いが決まった段階で、しっかりと必要な年度の前には、しっかりと積算をして予算要

求をしていきたいと考えております。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 今の答弁では、具体的にはいつごろだということもわか

らないわけなんです。出来上がって、どれだけの売上があって、どうなるかいうこと

も未知数なわけなんです。そうなってきても営業をしておる関係上はそういったラン

ニングコストいうのは、大きな売上げがあろうが思ったよりなかろうが最低限発生す

るもんもあるわけなんです。開始してから営業が困難になったんでは何の元も子もな

いわけです。そういったものを含めて指定管理予定者側と話して、本当に決めて責任

をもってやっていただく。それからいざという時には、ここまでは町はできるけどそ

れ以上は無理だとかいうような詰めがしてないと、どこまで財政負担がかかってくる

かということも全然わからないわけです。建物は取りかかる、ちょっと整合性に欠け

る。私だけの考えかもしれません。でも普通に考えたらそうだと思います。職員の皆

さんというか課長の皆さんももし自分が建設して、同じ立場にちょっと事業の規模が

違うから思いますが、やはり幾らかかって今後どうなるからこういう家にしようと

か、電気代が高くつくんなら今のソーラーとか何かを利用しようかということも考え

られると一緒で、そういったことも含めて決めておかれないと、町民にとっては建つ

のは建った。今後は、どれだけの財政投資が必要なんかということを早く示して、そ

の中から意見を集約して建物なりそれから規模なりという考えていけば、みんなで決

めた施設になったかもしれません。そういったこともやはり必要ではないかと思いま

すので、私はもう早急に今後のランニングコスト、総額は出てくると思うんです。指

定管理者サイドとの協議は町とされるから、負担割合についてはまだすぐにはできな

いかもしれません。それと跡地の施設の計画については、町主導で当面できると思う
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んです。私は期限を切るということも難しいですが、出していただくことが町民に対

する行政としての責任だと思います。そのへんを強く要望もしますが、これについて

御見解をお願いします。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 指定管理に関する今後の財政負担、あるいは現在

の道の駅の取り扱いに関する財政負担につきましては、今検討しております。早急に

まとめた上でまた説明をさせていただきたいと思います。なお、指定管理の考え方を

整理する上での損益計算書については、現在の段階でのものをしっかりと計算して持

っているところでございます。なお、現在の光熱水費の値上がり等で精査が必要でご

ざいますので、こういった精査を現在進めているところでございます。

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高副町長。

○日高副町長（日高輝和） 少し補足をさせていただきたいと思います。先ほど、

辰田議員さん全くランニングコストなどが出ていないという御質問をいただいたとこ

ろでございますけれども、昨年の段階だったと思いますけれども実施計画書等を皆様

のほうにも示させていただきまして、その際にはランニングコスト等も含めた確かに

概算ではありますけれども、お示しはしていると考えておりますので、先ほど御質問

ありましたように全く示されていないということはないと、私のほうは考えておりま

すので御理解をいただきたいと思っております。既存の道の駅の活用方針等につきま

してはおっしゃるとおりでございますけれども、既存施設のことにつきましては、令

和２年のところで議会の皆様と協議をして、町としては一応活用しないということを

お伝えをして了承いただいたとは考えておりますけれどもその後の経過もございま

す。この施設の活用につきましては、いわゆる地権者の方の意向も含めて慎重に対応

する必要がありますので、もう少し時間をいただきたいと考えております。最終的に

解体ということになりましたら当然町としての財政負担も発生してくることが予想さ

れますので、先ほど答弁しましたけれども早い段階でお示しをすることが必要と思い

ます。これにつきましても御理解いただきたいと思います。
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●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 全くという言い過ぎかもしれませんが、そのぐらい受け

とめる側とすれば光熱水費は確かに出ましたが負担割合についてとか、今入札されて

おりますが設計とかいろんな面が変わってくると数字も変わってくることも考えられ

ますので、それを含めて入札が終わった時点でもう少し詳しいものは出せるんじゃな

いかと私は思っております。現存の部分につきましても、長引けば長引くほどまたそ

れなりの経費も係るわけですので、これは早急にやはり結論を出すというのも一つの

責任ある対応ではないかと思います。お願いをしておきたいと思います。続きまして

二つ目の、指定管理また業務委託事業のあり方についてお聞きをしたいと思います。

指定管理制度そして町が業務委託をされる事業いろいろとあるわけですが、指定管理

制度と業務委託のその意味合いが理解されていない町民の方もいらっしゃると思いま

すがその説明も含めて、事業におけるそれぞれ委託先の選定基準についてお聞きした

いと思います。

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高副町長。

○日高副町長（日高輝和） 事業における各々の委託先の選定基準についての御質

問ということでございます。邑南町もでございますけども全国的にでございます様々

な行政課題に対応した事業を進めるために、役場職員が直接実施するよりも民間事業

者の経験とか専門的な知識を活用するということが当然合理的でございますし、近年

では様々な分野で指定管理あるいは業務委託という形をとって実施していることにつ

きましては、皆さん御承知のとおりだと思っております。御質問の指定管理の仕組み

と業務委託の仕組みにつきましては、立て付けが少し異なりますので少し説明をさせ

ていただきたいと思います。まず先に業務委託のほうでございます。これは自治体と

相手方との契約に基づいて管理業務や事務等を執行するもので、施設や設備などの維

持管理、工事等の設計、例えば町営バス等の運行などなど大変幅広い範囲で事業を実

施しているものでございます。業務委託は町と相手方との契約に基づいて業務の執行

を委託するもので、これは地方自治法の規定では第２３４条の規定ということで行っ
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ておるものでございます。相手方の選定につきましては、入札又は随意契約などによ

って行われるものでございます。入札の手続きによることが原則でございますが、随

意契約として地方自治法施行令に定められている理由がございます。条例で定める金

額以下の少額である場合、あるいは特殊な技術等が必要で特定のものでなければ対応

できない場合、あるいは緊急性が高い場合など理由によって随意契約が可能というふ

うになっております。これらの理由に基づきまして契約をするという、随意契約も認

められているところでございます。相手方の選定でございますが、これは町として業

務の発注に際しまして仕様書でありますとかあるいは設計図書等を準備した上で、原

則としてその業務について町に対して指名願等を提出されている事業者、これは資格

等の審査を経た事業者となると思います。そういう方に入札でありますとか見積もり

の依頼をして、予定価格いわゆる予算の範囲内で価格競争によって相手を選定をして

おります。入札ではなくて随意契約を行う場合は、これは法律の規定に合わせまして

町としてガイドラインを整備して対応しているところでございます。また委託の関係

で言いますと、金額だけでは判断ができない業務もございます。例えばＩＴ関連のソ

フトの導入等金額だけでは判断ができないランニングコストやそういった全体のこと

も含めたものにつきましては、これは必要に応じまして提案いわゆるプロポーザルと

申し上げますけども、プロポーザルによって業務の遂行能力がどうかというところを

基準に審査をさせていただいて選定する場合もございます。業務委託につきましては

以上のようなところでございますけれども、一方指定管理についてでございますけれ

どもこれは施設の管理ということになります。民間事業者の手法活用による、経費の

削減や民間経営の発想によるサービスの向上を図るため平成１５年から制度化された

もので、先ほど申しましたけれども公の施設の管理というところに限定をされた制度

でございます。地方自治法の規定では第２４４条の２の規定に基づいて行うもので、

指定管理者の指定の手続きは条例で定めるとされております。指定につきましては、

議会の議決を経なければならないということになっております。指定管理は、公の施

設の管理に関する権限を指定管理者に委任をして行わせるもので、先ほど申しました

業務委託とは異なりまして、施設の管理権限を料金等の徴収も含めて指定管理者に委

任をするもので、指定管理者が相当の裁量権も持たれるということになります。指定

という行為につきましては行政上の行為ということで契約とは少し違いまして、指定

管理者の選定につきましては、単なる価格競争による入札とは違った行政行為という

ような位置付けになっておりますので、そこが少し異なる点でございます。指定管理

者に公の施設の管理を行わせようとするときは、原則として公募によることとなって

おります。一方特例として公募によらずに選定をすることができる規定も設けており

ます。施設の性格でありますとか規模、機能、設置経緯等を考慮しまして、設置目的
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を最も効果的効率的に達成することができると認められる団体を公募によらずに指定

することができるようになっております。邑南町の場合は多くの施設がこれによって

おりまして、保健衛生あるいは介護関連の施設、研修学習等の施設、集会所や自治会

館など多くの施設の管理を公募によらずに特定の団体、例えば社会福祉協議会であり

ますとか自治会、商工会、観光協会などの公的団体等あるいはその施設の設置と管理

に密接な関係がある団体、ＪＡでありますとか県森連でありますとか食品加工グルー

プでありますとか、そういうところにお願いをしているものでございます。公募して

いる施設につきましては一定の収入いわゆる利用料金でございますが一定の収入が見

込まれ、特に民間の事業者による経営手法によることで効率的な施設の設置目的が達

成されると認められる施設について、事業者から施設の管理について提案を受けこれ

によって選定をすることが望ましいと考えられる施設については公募ということにし

ておりまして、候補施設につきましては主に御承知のとおり観光・交流系の施設でご

ざいます。いこいの村しまねでありますとか香木の森公園内の施設でありますとか青

少年旅行村、道の駅などがございます。選定の基準でございますけれども、地方自治

法及び邑南町の指定の手続きに関する条例及び施設の設置管理条例に基づいて行うも

のでございますが、指定に当たりましては公募非公募を問わず、申請者から事業計画

書あるいは収支予算書などの書類を提出いただきまして、内容や申請者の能力、収支

計画等を総合的に審査し、指定管理の候補者として適切であると判断した場合には、

庁舎内の選定会議を経て議会に提案をさせていただいております。なお、必要に応じ

ましてプレゼンテーション等の方法によりまして、業務遂行能力などを審査をさせて

いただき選定をする場合もございます。以上でございます。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 大変詳しい説明をいただいたわけですが、詳しすぎて町

民の皆様が理解できたかちょっと私も不明なんですが。私が個人的に解釈しておりま

すのは、端的に言えば指定管理というものは指定管理料が発生するものもしないもの

もある。町がその事業内容によっても、地域地区も考慮したりして指定管理料等も発

生する場合しない場合、指定をしてお願いをする団体を決める場合もあると思います

し、もちろん言われたように議会が最終的に承認をして良し悪しを決定するわけです

が、公募というものは競争原理も働くものですので、ある意味公平性も保たれるよう

に思います。委託事業につきましては、執行部側が決定して出てくるのは、議会に提
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案されてくる予算案の中に盛ってあるというところが少し違うとは思うんです。ほと

んどの委託事業につきましては、予算が必要で数十万程度のものから一千万二千万ぐ

らいかかるような事業もあると思います。

業務状況とかそれから報告義務等もあるようには思いますが、そういった内容につい

ては年度で精査されるとは思うんですが、既に複数年契約で結んでおったり単年度で

も継続して同じ委託先に出される場合もあると思うんです。そういった場合に、指導

とか契約解除に当たるんではないかというようなことが発生した場合のマニュアル等

もあるのでしょうか。議員の中でも関係者が予算等に関係する場合は除斥ということ

で採決にも参加できないいう部分があるわけなんですが、町の職員さんを含めＯＧＯ

Ｂの方が業務を開始される場合もありますし、町の関係者等が役員を務める事業者等

に委託事業も出されることもあると思うんです。特にそれは兼務じゃない非常勤等の

関係になると思いますが、そういったものについてもある程度の決まりごとがしてあ

るのかが二つ目です。この点についてはどういったある程度の基準があるのでしょう

か教えてください。

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高副町長。

○日高副町長（日高輝和） まず指定の指定あるいは委託の関係で、取消し等のマ

ニュアルというのはあるのかという御質問でございます。業務委託につきましては、

契約書によりますので、それぞれの契約の中で取消し等の規定については触れておる

ところでございます。指定管理につきましては、これは条例のところで指定の取消し

要件等を触れているところでございます。町のＯＢでありますとかＯＧの方が参画さ

れるような企業といいますか団体といいますかこれにつきましては、基本的に制限と

いうことはないと思いますけれども、業務を開始される代表の方等が町を退職されて

何年かの間は町に対する要望等ができないというような規定はあると考えておりま

す。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。
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●辰田議員（辰田直久） 後段の部分ですが町の関係者ももちろん今まで奉職され

てきたわけですから、いろんなノウハウとか情報が先に入ってくるとかいろいろある

と思うんです。そういった面が不公平感につながらないようにやるためにも、きちっ

と決めていただかないとはたから見ると疑問に思われる町民の方がおられても不思議

ではないと思いますので、ぴしっと決めていただかないと。入札にしても随意契約に

しても、一社に限られてしまうと選択の余地が執行部側にもないと思うんです。その

へんも、いざというときには直営とかするとかいうようなことも考えなければならな

い場合もあると思いますので、今の時代ぴしっと決めておいたりすることは大変必要

なことではないかと思います。私が思うことなんですが町が委託される事業数多くあ

るわけなんですが、それは資格とか専門知識をもった部分については誰もが参入でき

ないかもしれませんが、参入するために勉強したり資格を取ろうという方も出れば、

同じ桟さんにのぼれると思うんです。商工会さん今会員数が増えたということでいろ

いろあるわけですが、会員数いうのは１人の個人事業者でも１００人おる事業者でも

１会員なんです。そうすると今増えとるというのは、個人的ないろんな他業種の方が

増えているように思います。逆に言えば従業員を使って古くからある商工業者さん

は、もう廃業とか今後の見通しが暗いのでもう二、三年で辞めるんだとかいうような

考えをもった方もアンケート上出てきているのも事実です。そういった方や勤められ

ている従業員さんが、町の委託事業を受けられるような体制が整えば数多くの方に町

の行う事業も知っていただいたり自分も参画するんだという形で、町の方も弾力的な

対応をしていただいて商工会さんとも連携を取っていただくことが、もちろん将来性

も公平性も踏まえることにもなりますし、そういったものに参入しやすい仕組みづく

りも考えていただきたいということをここでお願いをしておきたいと思います。それ

では三つ目に、児童生徒を中心としたスポーツの振興の必要性ということで質問させ

ていただきますが、二つ項目に分かれてますが関連性もありますし私の聞きたい趣旨

からも一緒に答えていただければいいと思うんです。スポーツの振興によって期待さ

れる効果大まかすぎてちょっと答弁も難しいかもしれませんが、これが学校運営の中

ではネックになる部分と協力しなければならない部分といろいろあると思うんです

が、その点について教育部門児童生徒の担当部署でもある教育委員会と含めてどうい

った考えでおられるか。その課題と対応含めてお聞きしたいと思います。

○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学びのまち推進課長。
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○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議員御質問がございました児童生徒を中

心としたスポーツの振興の必要性についてということで、二つ御質問いただきまし

た。まず最初にスポーツの振興において期待される効果についてでございます。児童

生徒を中心としたスポーツの振興の必要性について、健康的な生活習慣を身につける

上で重要であると考えております。また、スポーツをすることで認知能力と言われる

知識、技能、思考力のほか、非認知能力と言われる最後までやり抜く力や人とコミュ

ニケーションをとる力などを育むとも言われております。このような力は、世界へも

羽ばたける力の育成にも大きく関与していると考えております。また、子どもたちに

限らず身体的、精神的、社会的に多くの効果があります。その上でスポーツを振興す

ることは。教育機関や地域社会において重要な役割を果たすものと考えております。

また、子どもたちにスポーツの可能性や素晴らしさ楽しさを知ってもらえるよう、プ

ロスポーツ選手との交流の場として県の実施するトップアスリート派遣事業に手をあ

げて今年度高原小学校で実施することが今現在決まっているとこでございます。中山

間地域であってもこのようなトップアスリートと触れ合う機会を今後も設けていきた

いと考えているとこでございます。それから２番目の質問の学校運営の中での課題と

対応についてでございます。まず、最初に部活のことで少し触れさせていただければ

と思いますが邑南町の部活については平成３０年より、専門的な技術指導ができる地

域の指導者に来ていただく、邑南町地域指導者活用事業を始めておりまして、教職員

の配置が困難な状況の中で本町のような中山間地地域では、部活動の維持のために必

要不可欠な事業となっているところです。しかし、中山間地域においては地元で専門

性の高い指導者を見つけることは非常に困難であり近隣市町へ依頼しますと、その分

の予算が別途係ることになりますのでそういった予算確保にも課題があると考えてお

ります。令和４年度からは教員になりかわりまして部活動全般を指導できる、邑南町

中学校部活動指導員配置事業を始めておりまして部活動の指導体制の充実と教員の負

担軽減につながっているところです。しかし、地域指導者同様に人材の確保が課題と

なっております。学校運営とはちょっと少し切り離しての御説明になりますが、スポ

ーツ少年団、部活も含めての話ということになりますが、少子化の影響により活動が

難しくなっているあるいは子供がいない、活動をやめていくという話も聞いておりま

す。競技団体の開催ルールの変更等により合同チームでの参加を認めたり、競技関係

者の努力により近隣のチームと合併する動きなどもあり、子供たちのやりたいスポー

ツができる環境を維持していくことが一層厳しい状況になっています。このような状

況の中で、教育委員会としてできることがないか検討していく必要があると考えてお

ります。
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●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 学校運営をする側でしたいけどできないこととかいろい

ろ人員の面とか苦慮される面もあることを理解するわけなんですが、町内見渡しまし

てもいろんな学校の部活動以外各スポーツサークルといいますかいろんな活動されて

いますし、学童生徒さんに限らず一般の方もいろいろとスポーツに取り組んでおられ

るところなんですけど、学校の運営の中では難しい面もあることも理解しますが課長

も言われたように、学校も含めて町全体で取り組めるようなスポーツ振興についても

考えたいということだったんですが、今コロナ禍で課外活動が文化伝統も含めて制限

されている中で、様々な交流が以前よりは大分落ち込んでいるように私は思います。

今何に注目し何だったらみんなで取り込めるだろうかなっていうと思えば、若年層か

ら高齢者までグランドゴルフまで含めてです。やっぱりスポーツを含めた交流があれ

ば、そういった面を幾らかカバーできるんではないかと思います。本人、保護者、祖

父母、地域にとっても活力を与える今が良い私は機会ではないかと思います。それと

いうのも最近ワールドカップ、陸上、野球、バスケ、バレーいろいろあって、今はラ

グビーも始まったわけですがすごい関心度も高ければ日本勢の活躍、日本新記録いっ

ぱい出てきてるわけですね。近くに目をとおせば、島根県内でもこの大田邑智郡とか

中部圏域の学校の生徒さん、小中高すごく活躍されていい成績を上げられておると思

うんです。特に中学校の野球なんかは全国大会へ中国代表で２校島根県から出て、ど

ちらもベスト４に入ったとか。これは下手すれば決勝もやったんではないかというよ

うなとこまでいかれましたし、先般少年学童野球で四国で行われましたマクドナルド

の野球大会もなんか準優勝されたとか。個々にはバトミントンであるとか中央高校の

カヌーであるとかいろんな面で活躍されている。もちろん、指導者さんの影響もあり

ますし、本人さん周りの機運とかいうのも影響してきているんではないかと思いま

す。そこで少年学童野球から中学校高校のいろんなスポーツに対して部活動も含めて

ですが、石見中学校の野球も復活してきているわけですので、そういった機運をやは

り高めたり地域交流の一つの起爆剤となるのには、来年度にかけてもう少し邑南町は

みんな町民スポーツに取り組んでいるんだっていうような形で、一体となる方法もあ

るんではないかと思います。そこで、スポーツサークルをやられる保護者さんからも

話が出たんですけど、使わせていただくグラウンドの整備はマンパワーでやっておら

れるんですけど、それに関わる燃料とか除草剤とか時には真砂土等で埋めたりするよ

うな業種によってはできる保護者さんもいらっしゃいます。そういったマンパワー別
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にして、その施設の利用料の軽減も含めてそういった経費を町として積極的に負担し

ようというお考えはないか、お聞きしたいと思います。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 町内の体育施設の利用料についてですが

町内のスポーツ少年団であったりとかそういう団体については、全額減免のほうさせ

ていただいております。設備の整備については、グランドのラインであったりは各団

体のほうで対応のほうをしていただいております、草を取ったりも。大きな改良とか

修繕であったりとかは教育委員会のほうで対応させていただくんですけども、細かい

クラウドの整備であったり等は各団体のほうで対応させていただいてるのが実情でご

ざいます。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 先ほども申しましたようにスポーツ振興に向けた来年度

に向けた対応と、今のような軽微と言えば軽微かもしれませんし大きなと言えば大き

いんですけど、そういった費用負担も学童だけでなく全体に広げていただくことによ

って、町内の美化とかいろんな整備的なものも一助になるんではないかと思いますの

で、そういった一つの目的から派生していくような形の対応も考えていただければ、

微々たるもんかもしれませんがある意味での町財政に寄与していく部分につながるん

ではないかと思っておるとこでございます。是非とも今疲弊しているというかコロナ

で少しネックになっている部分をみんなが取り込める事業ではないですが、その分野

によって考えていただくということも必要ではないかと思いますのでよろしくお願い

をしておきたいと思います。そして最後の四つ目の質問に入らせていただきますが、

町の公用車の稼働状況と職員の安全運転意識も含めた対応についてお聞きをしたいと

思います。これも二つ掲げておりますが、公用車の管理状況と事故防止やら事故対応

について。また、そのために町としていろいろな効果的な独自の対策をどう考えてお

られるか。質問をさせていただきます。
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○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） 公用車の稼働状況と職員の安全運転対策ということに

ついての御質問でございます。現在公用車は全体で１４７台ありまして、職員が公務

で使用できる車両はそのうち６７台となっております。残りの８０台は、マイクロバ

スや消防車、除雪車など、使用が特定用途に限られた車両となっております。公用車

の日常管理につきましては、所管している各課において車両ごとに管理担当職員を決

めて日常の管理を行っております。また、車検の管理につきましては総務課で一括し

て行い、四半期ごとに見積り合わせを実施しております。年度末には、各車両の走行

距離等を確認しその稼働状況の確認を行っております。車両ごとに使用年数走行距離

は異なっておりますが公用車は、適正に管理使用されていると認識をしております。

公用車の事故の発生時の対応につきましては事故の大小に関わらず、最寄りの警察署

へ速やかに届出をするよう指示をしております。もちろん負傷者があればその救護が

最優先でございます。事故の内容によりまして、所管課の職員や総務課の担当職員が

現地に赴き対応しております。同時に島根県町村会へ事故発生の報告をしておりま

す。また、相手のある事故につきましては、必要に応じて先方にお詫びに伺うなどし

ております。保険の請求につきましては、車輌の修理完了後に島根県町村会へ行って

おります。また、独自の対応策につきまして、事故を起こしてしまった職員につきま

しては、島根県町村会が実施しております自動車事故防止研修会に参加しておりま

す。内容としましては、日本自動車連盟の講義や町村会からの説明、運転適性検査な

どを受講をしております。また、自動車教習所で４名程度の職員を人選し安全運転者

講習を受講させていただいております。このような取組みをとおして公用車事故が発

生しないよう、公用車を運転する際の心構え、安全運転への意識向上を図り、職員へ

の注意喚起や啓発などを行ってまいりたいと考えております。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。時間がわずかとなっております。

●辰田議員（辰田直久） 管理については一括で担当部署が管理をされているとい

うことで再質問しようと思った中に、車検等が近隣の町村でもあったり無車検車が横

行していたという事実もあったように後でわかったというようなことがありましたの
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で、そういったことがないように。運転者が決まっていない車の整備点検を含めて責

任感というものが自分の車に乗るよりはおろそかというか無関心であるのが、普通で

はないかと思いますんでその点もう１回確認をしていただくことが大切ではないかと

思います。そこで、あとは普段のプライベートで運転をされた職員さんの中で、例え

ば免許停止状態になったとかいうようなときには業務に影響を与える場合も出てく

る。黙っていればというようなことはないと思いますが、そういうことで何かあった

ときも大変なんですが報告義務とかなんかはされているのかという点。それと視察行

ったときに公用車にはそこの市町の名前が入ってるんですが、邑南町の場合はほとん

ど特殊車両には入ってますがあまり邑南町というあれがないんですよね。交通マナー

とか自分の責任の内とか交通安全に対するマナー向上にもつながる点もありますし、

町の職員さん来ておられるからちょっとお願いをしようとかいうことで話をかけるこ

ともできるんです。普通の一般の車とか、私用の車を使われてると、そこまで職員さ

んの顔を知らん限りなかなか言えないんです。そしたら新たに役場のほうへ電話した

りとか、さっき来とったんだがいうようなことになっても、効率的にもあるんでやは

り公用車としてメリットがあるなら邑南町という表示を、例え今から車にプリントす

るのは大変だし経費がかかるとなれば、マグネット方式のもんで使いまわしもできま

すんでそういった考えはないかお伺いしたいと思います。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） 職員のプライベートの時間での交通違反や事故などに

つきましても法令によりまして報告義務を科しておりますので、職員自ら報告をして

いただいていると認識しているところでございます。実際に報告もございます。それ

から公用車に邑南町の表示ということの御提案でございますが、これは以前にも指示

を受けまして検討しておったところでございます。過去には合併前の３町村におきま

して、表示をしているところしてないところございました。議員おっしゃいましたよ

うな町民の皆さんに対して職員が現場に出ているときに、ちょうどよかったのでお願

いがあるとか伝えて欲しいとかいうことで現場にいる職員に話をしていただくことも

ありますので、意義はあるとは思っておりますが表示をするしないはまた検討はして

みたいとは思っておりますけれど、まずは職員が現場に出て顔を覚えていただいて、

所管の業務それ以外の業務についてもいろいろな御意見を頂戴できたらと思っており

ますので、今後引き続きよろしくお願いしたいと思います。
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●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） これ以上は言いませんが、やれるものとやれば効果があ

ると思われるものは進んでやっていただきたいと思います。最後になりましたが時間

がなくなって失礼なんですが最後に町長、私が今四つ質問したわけですが、町長を指

名しないから町長が答えられないのかそれはどうか別にして、今四つの質問の中で町

長なりに何かお気づきの点がありましたら、最後にお聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 四つの質問の中で私が一番感銘といいますか共感したの

がやっぱりスポーツの話です。辰田議員さんがおっしゃるように一方では生涯スポー

ツ。もう一方では邑南町ならではのこのスポーツ。両方で考えていく必要があるとい

うことを御示唆いただいたもんですから、これはいい話かなと思ってます。グランド

ゴルフという話もありましたので、子供から大人までどうやって参加していくのかと

いうことの検討。それから邑南町ならではということになりますと２０３０年に国体

で野球がございます。もともと野球の盛んな邑南町でございますので、しっかり体制

を敷いておっしゃるような強いチームを作っていかなきゃいけないと思います。と同

時に羽須美地域においては、いわゆる伝統でございますソフトテニスあるいは水泳。

そういったところもしっかり我々もサポートしていきたいとこう思っております。

●辰田議員（辰田直久） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） ちょうど時間となりましたということで終わらせていた

だきます。ありがとうございました。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、辰田議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午後１時１５分とさせていただきます。

――午前 11時 45分 休憩 ――

――午後 １時 15分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第７号、野田

議員、登壇をお願いします。

（野田議員登壇）

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ３番、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ３番野田です。よろしくお願いします。６月定例会の私

の一般質問に対する町長の答弁の中で、源流の町とおっしゃいました。いいキーワー

ドをいただいたと思っております。川とか滝とかよく行くんですけど源流というキー

ワードを今まで使ったことがなかったので今後いろいろと使っていきたいんですけ

ど、やはり邑南町を知らない方も源流であったり雲海などのキーワードから邑南町を

知るきっかけにつながりますので、写真とともに邑南町の魅力を伝える様々なキーワ

ードを使っていきたいと思っております。今回の質問は、インバウンドについて。再

整備後の道の駅瑞穂の情報発信に向けて。久喜銀山遺跡について。交通についての提

案です。通告書に従いまして質問をいたします。まずインバウンドについてです。国

や県がインバウンドに力を入れてきている中、いつのタイミングで質問しようかなと

思っておりました。邑南町はちょっとまだ早いのかなという思いもあったんですけ

ど、７月に元観光庁長官の溝畑さんの講演が矢上交流センターであり、２０２５年の

大阪関西万博を見据え外国人観光客の呼び込みなどに対しての助言を受けると記事を

読みました。ここに外国人観光客の呼び込みっていう言葉がなければまだインバウン

ドについて質問していなかったと思うんですけど、今回この記事を読みまして邑南町
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もインバウンド対策に動くのであれば、気になる点がありますので今回質問いたしま

す。議員になる前に、邑南町と浜田市の官民で作る食を通じた観光・文化交流協議会

の事業の中で、外国人向け情報誌への観光情報掲載についてクーポン券の利用はなく

雑誌の情報を参考にした外国人からの観光施設への問い合わせもなかった、という記

事を読みました。その記事は今でも持っておるんですけど、このとき費用対効果に疑

問を覚え、お金をかけなくても発信力で外国人を呼べるのかということが、ＳＮＳ

（エスエヌエス）発信を始めたきっかけの一つであって、今の原動力であり継続力と

なっております。今後町がインバウンド対策を行う場合幾つかの気になる点がありま

す。予算をつけるのか、ターゲットはどうするのか。広いターゲットにすると言語化

での発信、Ｗｉ－Ｆｉ（ワイファイ）、案内看板の多言語化。ガイド本を作るとして

も多言語化など多くの予算が必要になると思います。また移動手段はどうするのか。

インバウンドやった経験あるんですけど、そうした中で様々な疑問が浮かんできます

けど、まずは邑南町がインバウンドについてどういう考えをもっているのかを問いま

す。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） インバウンドについての考えでございます。コロ

ナ禍前は外国人観光客も増加傾向にあり、邑南町へも一定数の入り込みはあったと認

識しています。コロナ禍に入り日本への外国人旅行者が激減し、邑南町を訪れる外国

人観光客もほとんどいなくなりました。今年の５月から新型コロナウイルスが５類に

移行したことで、外国人観光客も増加傾向となっており、邑南町を訪れる外国人の方

も少数ではありますがいらっしゃるようでございます。町の予算としては、コロナ禍

前にはインバウンド関連の予算を計上しモニターツアーなどを実施していました。ま

た、先ほど議員御紹介いただいたような浜田市と合同でインバウンド向けの情報誌の

作成などを行っておりました。しかし、現在はインバウンド関連としては予算を計上

しておらず、田舎ツーリズム事業の一つとして、留学生や日本に居住されている外国

人の方などを対象とした地域との交流事業などを実施しているところです。外国人観

光客を誘客することは地域経済の活性化の面でも有効であると考えられていますが、

議員御指摘のように受け入れ側として、観光案内あるいは食事あるいは生活文化への

対応等様々な課題があると考えられます。コロナ禍が明けまた２０２５年には大阪関

西万博が実施されます。それ以降日本へ訪れる外国人観光客の増加が見込まれる状況
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ではございますが、現在町としましては現在の進めている観光施策を着実に進め、イ

ンバウンドに限らず邑南町へ観光等で訪れる方を増やしていきたいと考えています。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 野田議員からインバウンドについてのお考え、大変大事

な問題でありますから私から少し補足もさせていただきたいんですけども。インバウ

ンドをやる上においては、我々の魅力をどう発信するかと同時にやはり受け入れ体制

ということが大事だろうと思います。一つは今回観光庁の高付加価値事業。補正予算

でお願いをしております。先日これは聞いた話なんですけども、日貫一日（ひぬいひ

とひ）これゲストハウスです。ここにフランス人の家族の方々が来訪されて泊まられ

た。１泊２日だったでしょうかいろいろともてなしを受けられたと、大変感動を受け

たということを日貫の方からも聞いております。従ってこの高付加価値事業でゲスト

ハウスを更に増やしていく。恐らくこれが仕上がりますと近隣の市町では大変多いゲ

ストハウスの数になるんではないかと思いますし、一番大事なのは発信の面でいわゆ

る面的ＤＸ（ディーエックス）これを一元管理してネットを使って全世界に発信す

る。こういうことが期待されると思いますので是非補正予算については、また御理解

を賜りたいなと思っております。もう一つ万博のことを課長も触れましたけども、私

の中間報告で申し上げましたように邑南町が健康長寿というテーマで、全国の１０市

町の中にどうも選ばれるようなことを聞いております。万博ですから是非そういうと

ころに参加して、邑南町の町はこんな町だということを是非発信をしていきたいと思

っております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 日貫にフランス人の方が来られたということは、ちょっ

と聞いておりました。この間チェコの方を念願だった志津の岩屋にある弥山登山に案

内できたことは、この邑南町にもいろんな魅力もあるということはわかっておりま

す。今回インバウンドについて質問したのは、予算を付けたとしたら費用対効果につ

いては必ずチェックしますということなんですけど、ちょっと確認したいんですけ
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ど、来年度に向けて予算を付けるか付けないかっていうのも、これは検討中と捉えて

よろしいでしょうか。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 現在のところでございますが、インバウンドに限

らず邑南町へ観光等で訪れる方を増やしていきたいと考えております。観光振興予算

というものがございますがその範囲内でインバウンドも視野に入れながら、邑南町全

体の観光予算を考えていきたいと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 今後進めていく中でやはり費用対効果についてはしっか

りと検証していきたいと思いますので、よろしくお願いします。これはインバウンド

についてまたヒントになるかもしれないんですけど、この間町内でそば打ち体験をし

ました。そば打ちをした後に講師の方と意見交換をしたんですけど、コロナ禍前は外

国人の方がそば打ちをしに来られていたと聞いておりまして、個人旅行ではなく旅行

会社のツアーで参加されたそうです。ということは旅行会社も邑南町でどんなインバ

ウンド体験ができるのかということを知っているということは、これからのインバウ

ンドに向けてのヒントになるかと思います。いろいろと協力していきますのでよろし

くお願いします。続いては、再整備後の道の駅瑞穂の情報発信に向けてです。令和５

年６月６日の全員協議会で議員からの質問に対し、マイクロツーリズムについて検討

すると答弁にありました。１２地区をつなぐ上でも、また地域内を移動し消費行動を

起こさせることは地域活性につながりとても有意義だと思います。具体的にどのよう

に進めていくかというのがとても気になっております。以前にも言いましたけど、昨

年７月ぐらいから産業支援課の職員の方の発信力がどんどん向上していっていろんな

ところに出かけている。邑南町の魅力を紹介しています。１２地区別のおすすめスポ

ットというのはもう紹介されてるわけですけど、例えば先ほど冒頭で言いましたけ

ど、源流であったり水、神社、体験など一つのキーワードで町をつなげて周遊コース

を町が作ることはできると思ってます。周遊コースを作る場合予算をかけてどこかに
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委託するということもあるかもしれませんけど、今のところずっと見ていて委託しな

くても町が周遊コース等発信紹介できると思っております。今後マイクロツーリズム

についてどのような動きになるのか。マイクロツーリズムの考えについて答弁をお願

いします。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 町として新たな道の駅を中心に実施しようと検討

しているマイクロツーリズムは、単純に場所を見てまわるだけのものではなく１２地

区を訪れてその場所での様々な体験を含めた地域の方との交流もできるようなツアー

を考えています。こうしたツアーを実施する場合には、コースの設定のほかにも日程

を含めた地域の方あるいは体験活動の調整など地域との協議も必要になってくると思

われます。町としてでございますが周遊コースを情報発信あるいは紹介することは可

能と思いますが、マイクロツーリズム自体の企画運営あるいはブラッシュアップを継

続して行うには、関係機関との連携が必須と考えております。邑南町観光協会では、

先ほど町長の話もありましたが現在観光庁の高付加価値化事業を活用して面的ＤＸ

（ディーエックス）インターネットを活用した観光客の受け入れなどのシステムを構

築する計画があります。こうした取組みと連携しマイクロツーリズムを進めてまいり

たいと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 連携も必要だと思いますけど最近一緒に職員の方と回っ

ておるんですけど、写真のデータもかなりあって発信面でいうとこの１か月ぐらい前

からもインスタグラムの発信もかなりまた変化があってすごく努力されているなと思

って見ておりますし、一緒に回っていて邑南町に観光客を呼びたいっていうすごい熱

意が伝わってくるので、いろいろと今後スケジュール等調整して一緒に出かけていっ

て協力はしていきたいと思っておりますので、町のほうでもいろいろと情報発信をし

っかりしていっていただければと思います。あと昨日町長の答弁の中に西部地区の観

光復興について少しお話されました。再整備後多くの観光客が道の駅を目指すことが
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期待されておって、邑南町の南の玄関口である道の駅瑞穂は邑南町だけの玄関口でな

くて島根の玄関口にもなるし、そこから西部に向けての玄関口となると期待しており

ます。そうならなければいけないと思っています。島根県全体であったり島根県西部

の観光復興にも重要な発信拠点であったり、ハブになって欲しいという思いがありま

すので、道の駅瑞穂からの情報発信に向けてしっかりと準備をしていっていただけれ

ばと思いますし、もちろん協力していきますのでよろしくお願いします。続いては、

久喜銀山遺跡についてです。四季を通じ大林久喜には撮影に行ってますし、紅葉が美

しい場所には映えポイントという看板も置いてある。６月２日の久喜銀山研修会に参

加し、久喜銀山の地質と鉱床（こうしょう）について学びました。鉱床は鉱山の鉱に

床と書いて鉱床について学びました。ガイドの方に久喜銀山遺跡を案内してもらえる

ワンコインガイドに２回ほど参加して、９時半から久喜銀山資料室で説明を受け各所

案内していただきました。実際にめぐってみて様々なことを学ぶこともできましたし

楽しく巡ることができたんですけど、実際回ってみて幾つか提案が必要だと思いまし

た。２回とも参加者は１人だったので、１回目はガイドさんにお任せコースを案内し

ていただき、２回目は煙道をリクエストしました。煙道、煙の道と書きます。煙道は

下から見える範囲しか見ていなかったんですけど、ガイドの方に案内していただき、

登山道はちょっと少し整備されておるんですけど、初めて山頂部付近に残っている地

下登り煙道を見ることができました。これです。ここがれんがで作ってあってロープ

がしてある入れないように。このへん木が生えとる。近寄れないんで望遠で撮ったん

ですけどこのような状態。ここれんがでアーチになってて。すごく前から見たかった

んで。見たときに崩れてる箇所もある。すごく貴重なものだと思います。このままの

状態だと大雪や倒木によって、更に崩れる可能性というのがあると思います。また縄

手吹所跡については発掘時の様子は遠くからたまに見てたんですけど、この縄手吹所

跡については、令和４年度歳入歳出決算資料に縄手吹所跡の発掘調査によって久喜銀

山遺跡の創業初期である１６世紀後半の銀の精錬度が確認されその様相の一端が判明

したとあります。すごく貴重なとこです。現在はこの縄手吹所跡が埋められておりま

す。保存も大切ですけど国史跡の構成要素の一つとなった場所ですから、見せ方も一

応考えて欲しいと思っています。現場で説明を受けましたけど斜面を今埋められとる

んで、ただの斜面です。斜面を見ながら説明を受けてもぼんやりとしたイメージしか

浮かびません。ましてやガイドさんがいなければただ斜面を見ているだけなんです。

ここは発掘の様子がわかる写真がある看板、その縄手吹所跡に必要だと思います。さ

らに、その縄手吹所跡の周りには当時の鉱さいいわゆるからみというものをもう間近

で見ることができるんです。からみまでは一部表面に出ているので、これはとても貴

重な体験になると思います。煙道周辺の木を切ったほうがよいのではという意見もあ
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るんですけど、山頂部付近に残る地下登り煙道は今後どうするのか。

また、国史跡の構成要素の一つとなった縄手吹所跡の発掘時の様子がわかる看板の設

置を提案いたします。

○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学びのまち推進課長。

○高瀬学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議員御質問の２点についてですが、その

前に久喜銀山のことについて少し触れさせていただければと思います。久喜銀山遺跡

は、銀や鉛の鉱石を産出した戦国時代から近代にかけての鉱山遺跡です。銀鉛鉱山に

おける採掘から製錬までの過程に使用された施設跡の調査例は少なく、日本の銀生産

技術を示す遺跡であると評価されました。また、銀の製錬に必要な鉛が多く採れ石見

銀山に鉛を供給していた可能性が極めて高いと評価されています。近年訪れる方の受

入れ体制を充実するため、これまで久喜銀山ガイドの会を中心とした地元団体による

様々な講演会や勉強会が実施されました。史跡へ繰り返し訪れていただくため、関係

人口を町外から迎えることも模索した事業も展開してきました。町としても、史跡の

環境整備や久喜銀山ガイドの会への研修等の活動を充実させるため補助金も交付させ

てもらっているとこです。議員御質問の山頂部付近に残る地下登り煙道は今後どうす

るのかとの御質問です。国指定史跡のため、木の伐採にも国の許可が必要となりま

す。今後の整備については、史跡整備等の現状変更の取扱を記載した保存活用計画を

文化庁に認定していただかないと、簡単に整備に進むことができなくなっています。

埋蔵文化財の専門家だけでなく土木や建築の専門家に入っていただいた上で長期的な

整備計画を策定し、国の許可を得る必要がございます。久喜製錬所跡の煙道だけでな

く、久喜銀山遺跡を含めた二千か所以上ある町全体の遺跡の保存活用を、整備費用の

捻出も含めて考えていかないといけない現状であります。今後これらのことを総合的

に判断し計画策定を進めていきたいと思います。次に質問のほうですが、縄手吹所跡

の発掘時の様子がわかる看板の設置ついての御質問です。久喜製錬所跡から西に約３

００メートルの距離で調査した遺跡です。発掘調査の結果、鉛の製錬炉跡が検出され

たとのこと。周辺から出土した中国産の輸入陶磁器や国産陶磁器、炭化物の化学分析

結果などから１６世紀後半から１７世紀初頭にかけて操業された遺跡であることが判

明いたしました。このことは、久喜銀山の最盛期である戦国時代から江戸時代初期に

かけて操業された様相を示す貴重な構成要素として評価されました。発掘調査時の様

子がわかる看板の設置の必要性は認識していますが、設置については国の許可が必要
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となります。今後看板を設置する場合は、看板の内容についても発掘調査時の結果の

分析や保存活用委員会の検証及び久喜銀山ガイドの会などの地元団体と協議が必要な

ため時間を要しますが、設置について前向きに検討していきたいと思います。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 前向きな検討をしていきたいという言葉、今回これが聞

きたかった言葉です。貴重な場所なんで訪れた方はそこを見たくなるのは普通だと思

うんですけど、そこに行ってただ斜面だけを見たのではがっかりするということは、

いろんなとこ行ってるんですけど想像できます。保存活用計画というのもありますし

地元の方の意見でもありますので、一緒に話し合いながら進めていっていただければ

と思います。すぐに看板設置とかにならないかもしれませんが、昨日も関係者の方を

尋ねて行ったんですけど、時々会いに行っているのでどのように進められているかっ

ていうのは必ず聞きます。本当に前向きな検討よろしくお願いしたいと思っていま

す。続いては広島広域都市圏でのＰＲはできているかということです。ＤｉｖｅＨｉ

ｒｏｓｈｉｍａ（ダイブヒロシマ）っていうウェブサイトがあります。これは広島周

辺地域の魅力的な観光旅行情報をお届けする公式サイトなんですけど、ここのウェブ

サイトには、町の観光スポットの情報の発信やイベントなどの参加はできていると思

っております。そのような発信も見てますので、よくやられていると思っておりま

す。広島に大型商業施設、ジアウトレット（ＴＨＥ ＯＵＴＲＥＴＳ）っていうのが

あるんですけど、そこに行かれた方が広島広域都市圏のＰＲコーナーに寄ってみたけ

ど、邑南町は観光マップだけだったとおっしゃったので、実際見てみないとわからな

いんでこの間８月に初めてこのジアウトレットに行ってきました。ジアウトレットの

中に広島広域都市圏情報発信拠点Ｖベースというコーナーがありました。そこには自

治体別にコーナーがあって、いろいろなパンフレットであるとかガイドブックとか置

いてあります。島根県から今回参加した浜田市と美郷町、浜田市はＡ４サイズのガイ

ドブックが置いてありました。美郷町は４種類の冊子が置いてあった。邑南町は観光

マップだけです。でも、一言で言うと他の自治体に比べると寂しいかなという思いは

あったんですけど、逆に目立ってもいましたので手を取りに行くかなと率直にそのと

き感じました。そのように自治体別の棚とは別のコーナーがあってそこには様々な種

類のチラシが置いてあったので、今回久喜銀山のとこでこれ質問してるんで、久喜銀

山遺跡をガイドさんに案内してもらえる機会があったので久喜銀山遺跡に関するチラ
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シなどがそこに置いてあればいいのかなと思いました。先ほど課長の答弁の中に関係

人口という言葉が出てきたんですけど、実際ガイドさんに案内されていろんな情報が

入ってきてただ行くだけではなくて地元の方と交流できることが関係人口につながる

と思いますので、今回ワンコインガイド等開催されていて観光客の方と触れ合う機会

があるので、広島広域都市圏でのＰＲ、特にこういったジアウトレットとかにそうい

ったチラシを置けるスペースがあるので、どんどんＰＲしていっていただきたいと思

うんですけど改めて聞きます。広島広域都市圏でのＰＲはできているのか答弁をお願

いします。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 広島広域都市圏のＰＲに関しての御質問でござ

います。まず邑南町が令和４年度から参画しました、広島広域都市圏について概要を

触れたいと思います。広島広域都市圏は広島市の中心部からおおむね６０キロメート

ルの圏内にある自治体、東は広島県三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの

２８市町で構成している圏域でございます。圏域内のどこに住んでいても豊かな暮ら

しを送ることができる、誰もが住み続けたい住んでみたい広島広域都市圏の形成を目

指して、様々な分野で連携した取組みを行っているということでございます。その中

でＰＲ活動、特にここでは情報発信事業について御説明をさせていただきたいと思い

ます。議員は御承知のことがあると思いますけど御容赦ください。広島広域都市圏で

は、観光振興事業をはじめとする十余りの事業を関係市町とともに行っているところ

でございます。具体的に実施している内容といたしましては、先ほど出ました公式広

島観光情報サイト、ダイブ・ヒロシマ（Ｄｉｖｅ！Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ）への邑南町

のイベントや観光地の掲載、広島広域都市圏参画イベント、浜田市美郷町邑南町へ来

てみん祭の実施、ＲＣＣテレビ、広島広域都市圏魅力発信元就二百万一心という番組

です。これで邑南町編の放送、広島広域都市圏イベント情報誌、り～ぶらへの情報掲

載など、こういったことをやっているということでございます。また広島広域都市圏

への加盟によって、広島バスセンターの総合案内所であったり広島港総合案内所への

パンフレットの展示。先ほど出ましたジ・アウトレットヒロシマのＶ(ブイ)ベースで

の紹介ということもできるとなっております。議員お尋ねの久喜銀山遺跡のＰＲにつ

いて申し上げますと、先ほども申しました公式広島観光情報サイトのダイブ・ヒロシ

マにおいて、昨年の７月に広島市内で行われました講演、毛利氏と石見銀山を支えた
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久喜銀山の物語であるとか、今年の３月～５月にかけて健康センター元気館で行われ

た、久喜銀山遺跡パネル展、久喜銀山展示室であるとか久喜銀山ワンコインガイドに

ついても紹介しているというようなとこでございます。しかしながら、おっしゃられ

るように公式広島観光情報サイトのイベント情報に掲載する一方で、邑南町の観光施

設を紹介するスポット情報の中には、久喜銀山遺跡は掲載しておりませんでした。こ

の久喜銀山遺跡は、邑南町の重要な遺跡でありますので、改めて久喜銀山遺跡の掲載

に向けて準備を進めるなどＰＲに努めてまいりたいと考えております。先ほど申しま

したジ・アウトレットヒロシマのＶベースというコーナーは広域都市圏のＰＲエリア

の一部ということでございますけども、１日無料で貸し切ることもできるということ

であったりとか、町のＰＲをできる取組みがこの秋からスタートするということでご

ざいますので、こういったところを活用しながら、この久喜銀山遺跡に限らず三江線

鉄道公園であるとか香木の森公園など邑南町の見どころを紹介してもいいのかなと思

います。ちなみに、ジ・アウトレット広島のＶ（ブイ）ベースに関して言いますと、

令和４年度の実績で来場者が約三万人。月平均で言うと二千四百人ぐらいが訪れてい

らっしゃるということなので、十分ＰＲ効果があるのかなと感じているとこでござい

ます。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 広島広域都市圏を活用したＰＲについてでござい

ますが、現在この広域都市圏事業を活用しまして、邑南町と広島市で人事交流を行っ

ております。産業支援課に広島市から１名来ております。また邑南町から広島市の観

光の担当のおもてなし推進課というところへ１名人材を派遣しております。先ほど、

地域みらい課長から様々な取組みがありましたが、こういった人材なども活用して連

携を取りながら進めているところでございます。ただ、先ほど野田議員のほうからも

指摘がありましたような課題もありますので、ＰＲ媒体について今一度確認をした上

でその積極的活用の準備を進めているところでございます。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。
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●野田議員（野田佳文） よろしくお願いします。パネル展見に行きました。初め

てワンコインガイドに参加したときに、ちょうどパネル展を見て久喜銀山に来られた

県外の方がいたんですけど、ガイドさんと一緒にいたんですけど何ておっしゃった

か。もう案内できて申し訳ないとおっしゃったんですよ。それだけ来てる人には案内

をしたいっていう熱意が伝わってくるんですよ。だからしっかりとＰＲしていってい

ただきたいと思います。あと進める上でも、しっかりと関係者の方と情報交換しなが

ら進めていって欲しいと思います。ＰＲのほうはお任せします。昨日も関係者の方と

話して今後また産業支援課の職員の方と撮影しに行きますんで、ある程度段取りは組

まさせていただいて回るように案内します。そういうふうに撮影する段取りを組んで

おりま。今後ともＰＲのほうよろしくお願いしたいと思っております。続いては、交

通について２点提案させていただきます。令和４年度歳入歳出決算資料邑南町地域公

共交通網形成計画の事業の目的に、将来にわたって安心して暮らすための移動手段を

安定的に確保できるように、地域ニーズに対応した公共交通網を、町、交通事業者、

住民が一体となって作り、守るために各種事業を実施するとあります。将来にわたっ

て安心して暮らすために、一緒に考えていきたいと思っております。一度に全てのこ

とを解決できなくても住みやすい町にするために少しずつ前に進んでいっていただき

たいと思いますので、いろいろと提案させていただきます。免許返納後の不安や対象

地域の範囲を超えた場合は、実費負担となる現在のタクシー利用助成事業に不満の声

があります。邑南町という一つの町なのに、地域によって違いがあるのはおかしいと

いう意見もあります。提案させていただくんですけど、通院時のみ対象地域の範囲を

超えた実費分の補助を提案いたします。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） タクシー利用助成事業について、通院時のみ対

象地域の範囲を超えて実費分の補助ができないかというような提案でございます。タ

クシー利用助成事業について若干説明を申し上げますと、邑南町では約１年半かけて

実証実験を行って、令和４年の４月から運転免許証の返納者などを対象にこのタクシ

ー利用助成事業をスタートしたところでございます。石見地域と瑞穂地域のエリアを

二つに分けまして、このエリア内であれば片道７４０円でタクシーを利用できる制度

となっております。これまでの実績で紹介しますと、令和４年度の助成額の合計が８

８０万７，８９０円でございます。登録者総数は９月７日現在で２７３名となってお
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りまして、現在も毎月１０名弱のペースで登録者が伸びている状況でございます。議

員御提案の通院時に限って範囲を超えた部分の補助という提案でございます。まず今

の制度を申し上げますと、対象エリア外で行く場合はエリアを出た時点から普通のタ

クシーの料金が発生しているということでございます。例えば瑞穂地域からこの制度

を使って邑智病院へ行く場合、瑞穂地域内の移動の７４０円。そこを超えて邑智病院

までが、大体三千円くらい追加で料金が発生しているということになります。令和４

年度の実績で、この利用方法で乗車された方に限って言いますと全利用回数３，３５

０回あったところの中で、瑞穂地域から邑智病院に出かけられた方が２５回あった。

瑞穂地域から大朝ふるさと病院に出かけられた方が１４回あった。石見地域から通院

で地区外に乗車されたという実績はないということでございます。こうした実績を踏

まえまして、議員が御提案されます対象エリア外への実費分を補助するということに

なるりますと、負担が軽減されるということになりますので令和４年度の実績数以上

の利用の増加が想定されるということがあります。同時に利用が増えれば、当然町か

らの助成額も更に増加するということがあります。このタクシー利用助成事業はかつ

て運行して今廃止にしましたけども、ふくし号瑞穂エリア内を走っていた路線バスで

す。さらに言うと、やまびこ号石見地域を走ってたバスでございます。エリアを走っ

て幹線まで接続するという役割を担っていたという路線でありまして、これの代替手

段として今のタクシー助成があると御理解いただきたいと思います。担当課としまし

ては、今以上の財政負担を伴う制度の拡充は今のところは考えていないところで、エ

リア内ではタクシー利用助成制度を活用していただきまして、エリア外からはおおな

んバスに乗り換えていただいて利用していただくということで、病院のほうに行って

いただければいいのかなと思いますので、タクシーとバスを併用しての移動をこれか

らも町民の皆様にお願いをさせていただきたいと思います。御理解いただければと思

います。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 今のところ考えていないということは、もしかしたらと

いうこともあるかもしれませんけど、これ以上聞くと余り答えを聞きたくないんです

けど。今のところ考えていないということは、本当にこれから先検討の余地もあるか

もしれないと捉えていいのか。そういう提案をしないでくださいというのか。聞いて

いいですか。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 先ほど申し上げたとおりが今現状の考え方でご

ざいますけども、これは何に基づいてやっていたかと言いますと交通網形成計画に基

づくことでございます。その中で先ほど申し上げましたふくし号とやまびこ号は、デ

マンド交通に移行するんだよということがその計画の中にありまして、その形として

はタクシーデマンド交通を使いますっていうその計画の実行をしたものでございま

す。今後また邑南町の交通計画が変わればそういったところも変更になるかもしれま

せんが、第一段階としてはその交通網形成計画であんまり乗り手が少なかったバス路

線を確実に人が乗れるデマンド交通に切り替えるというのが、この計画の趣旨でござ

いました。その方法を取ったということでございますので、御理解いただければと思

います。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 交通の問題というのは、今後まだまだいろいろと不安な

点もあると思います。もう一度また勉強して何か新しい提案ができるようにしていき

たいと思っております。続いての提案については霧の湯の再開までは時間があります

けど、今後検討や町民の意見を聞くなどの時間を要すると思いますので今回提案させ

ていただきます。邑南町だけではなく過疎地域において交通需要が少ないという根本

的な問題を抱えている中、バスを利用してもらうには、通院、買い物など複数の用途

を兼ね、地域内資源、集客施設など効率よく回ることが必要ではないかと思います。

霧の湯再開後、霧の湯まで乗り換えなくいけることは霧の湯の利用促進にもつながる

と思います。温泉に入って食事をして一杯飲むとなると、普段車を利用されている方

も、バスで霧の湯へ行くきっかけにつながるのではと考えております。おおなんバス

の実証実験便のルートについて、通院・買い物・温泉など複数の用途の複合化は、利

用客にとって便利であります。霧の湯再開後、田所、邑南町役場、霧の湯の平日３便

を提案いたします。お願いします。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 現在実証実験として運行をしておりますおおな

んバス実証実験便のルートについての、一つ加えてもらえないかというような御提案

だったと思います。現在運行しております実証実験便につきましては、田所道の駅か

ら出羽、高原方面を経由しまして邑南町役場までの間を平日午前中の２往復現在運行

しております。この路線については、１０月から瑞穂矢上線としてほぼ同じ路線を１

便増便をして平日の３往復運行する予定でございます。この路線は最寄りのバス停に

医療機関や商店などが多くありまして、また今後は石見高原駅へのはすみデマンドの

乗り入れも町としても検討しておりますので、瑞穂・羽須美地域の方を中心に利便性

が向上し多くの方に利用してもらえるものと考えている路線ということでございま

す。議員御提案の霧の湯までもう少し伸ばしてもらえないかというような御提案でご

ざいますけれども、現在霧の湯については、おおなんバスの瑞穂インター線のバス停

がございまして、瑞穂インター線は邑南町役場と瑞穂インターの高速バス停の間を往

復しているという路線でございます。担当課としましては実証実験便を邑南町役場か

ら霧の湯まで伸ばすのではなくて、邑南町役場で瑞穂インター線へ乗換えていただき

たいと考えているということでございます。今後霧の湯が再開されまして多くの町民

の利用が図られてその町民の皆さんの要望が強くあれば、その便を生活交通で担うべ

きかどうかも含めて生活交通検討委員会などの場で議論したいと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 実証実験便のほう２回程乗りました。今度、瑞穂矢上線

になって３便になることは非常に利用性が高まると思っております。ずっと答弁を聞

いてて、これももしかしてもう霧の湯まで伸ばせないよと言うのかと思ったら、要望

があれば検討委員会で検討するということがあったので、今後に期待したいという思

いがあります。しっかりと町民の皆さんの意見を聞いて検討していただければと思っ

ております。お願いします。町を良くしたいという思いは、町民も職員も同じだと思

います。町の育成、未来を描ける提案を今後もしていきたいと思っております。午前

中の最後、町長のお気づきの点がありましたらお願いしますと辰田議員がおっしゃっ
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たんですけど、今回早速同じように使わせていただきますけど、町長、何かお気づき

の点がありましたらお願いします。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） なかなか答えにくい御質問もいただくわけであります

が、私聞いとって非常に好感をもてるのは、具体的にこういうことをしたらどうかあ

あいうことをしたらどうかと、細かくてもいいから町民目線で御提案いただいてるこ

とについては非常に良い話かなと感想をもちました。特におおなんバスの実証実験。

いわゆる生活交通の便の確保ということについては、これはやはりどの自治体も避け

てはとおれない問題でありますし、交通の問題についてはまちづくりについては大変

大事な問題であろうかと思います。デマンドバス、デマンドタクシーでやっておりま

すけども、制約がある中で住民の皆様方には御不便のこともおかけしてると思ってお

りますが、特に最後の霧の湯までの路線延長であります。今はとにかく邑南町役場か

ら瑞穂インター線へ乗り換えるということしかないわけでありますけども、霧の湯の

やっぱり位置付けというのがやっぱり議論される中で単に観光客の方々に楽しんでも

らうということよりも、やっぱり住民の福祉向上健康の増進というのが一番だろうと

思いますんで、そういうところの目線を考えていくならば瑞穂インター線と邑南町役

場のところの接続時間がうまくいってるのかどうか。待つようでは御利用がないとは

思います。それから霧の湯の位置付けというのは、先ほど言いましたわけであります

から、是非再開時にはいろんなアンケートも含めたりあるいは今後の町民の方々の動

向も踏まえて、生活交通検討委員会の中で議論のテーマとしてやっていきたいと思っ

ております。今後ともよろしくお願いいたします。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ありがとうございます。少しほっとしました。先ほど言

いましたけど、本当に町の育成未来を描ける提案を具体的にいろいろとしていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、野田議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午後２時２５分とさせていただきます。

―― 午後 ２時 10分 休憩 ――

―― 午後 ２時 25分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第８号中村議

員登壇をお願いします。

（中村議員登壇）

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） １１番、中村議員。

●中村議員（中村昌史） １１番中村でございます。期せずしてラストバッターに

なってしまいました。今まで７人の議員の皆さんへの答弁でお疲れのこととは思いま

すが、あと１人でございますのでお付き合いのほどよろしくお願いします。今回は１

点に絞って通告をしております。早速質問に入りたいと思いますが、地域コミュニテ

ィのあり方検討委員会の報告書が提出されました。これを受けて、町の今後の方針と

いうことについてお伺いしたいと思います。この地域コミュニティのあり方検討委員

会は令和４年度から開催されて、熱心な委員会での議論であるとか、地域住民からの

意見聴取なども行われております。今年７月２４日に基本方針として町長のほうに報

告をされました。議会に対しても８月２日に、委員長でもある島根大学の作野顧問か

ら説明がありました。私がこれまで何度か議論をしてきました内容が記載されており

まして、この方針に沿って今後の地域コミュニティの形成に向けて進められることを

望むものです。この報告書を読み解きながら、今後の町の取組みについて何点か問う

ていきたいと思います。まず始めにというところで、この委員会を始めた現在の邑南

町の課題がいろいろと述べられておりまして、第１章では邑南町の現状とこれまでの
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取組みといったものが述べられております。邑南町の条件として、持続可能な地域コ

ミュニティというものの範囲を１２の公民館区に想定され、その求められる将来像と

して、住民主役、多様な主体の参加、小規模集落の維持ということが掲げられており

ます。これらの課題であるとか求められる将来像については、これまでもいろいろ議

論されてきたことであり、委員会を設立された目的からも執行部の皆さんも共通の認

識に立っておられるものと思って話を進めさせていただきます。第２章において持続

可能な地域コミュニティ仕組みが述べられておりまして、１章までのところであげら

れた課題を解決するための仕組みとして、地域運営組織の必要性が述べられておりま

す。この地域運営組織というのが、地域コミュニティのあり方基本方針の大前提にな

るものと考えます。令和３年の６月に地域別戦略であるとか、羽須美振興室、今は羽

須美支所地域振興係を例に出してこの地域運営組織ということについて議論をさせて

いただいたこともございますが、執行部ではこの地域運営組織の必要性について、ど

う認識しておられるのかを問いたいと思います。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 地域運営組織についての認識ということでござ

います。地域運営組織とは、地域の暮らしを守るため地域で暮らす人々が中心となっ

て形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域運営の指針に

基づいて、地域課題の解決に向けた取組みを持続的に実践する組織である。これは国

が定義している内容でございます。町としては、まちづくりの重要なコミュニティ組

織である自治会や集落が人口減少や高齢化によって機能の維持が困難になりつつある

ということから、令和４年度から地域コミュニティのあり方検討委員会を設置して、

１０年後であったりとかその先２０年後も安心して安全に暮らせる地域づくりのため

の地域コミュニティのあり方についての議論を、委員会で議論を重ねてきたというこ

とでございます。その結果としまして先ほど議員がおっしゃいましたように今年の７

月に報告書がまとめられまして、それを町長のほうに手渡されたということでありま

すので、この中で地域運営組織の設立が必要であると委員会のほうではまとめられた

ということであります。町としても、少子高齢化と人口減少がこれからも進むなかで

持続可能な地域づくりのためにこの地域運営組織というのは必要なものと認識してお

ります。２０２０年度に策定しております、邑南町まち・ひと・しごと創成総合戦略

２０２０の中にも地域運営組織の育成という項目を掲げておりまして、町内での組織
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の設立を目指しているということでございます。いずれにしましても今後の地域コミ

ュニティの形としては、この地域運営組織が必要になるのではないかと考えていると

こでございます。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） この報告書の基本方針に書かれてある地域運営組織の設

立ということは、必要なことだと認識をされていると伺いました。この報告書では、

それから後に地域運営組織のイメージでありますとか、今の自治会とか集落との関係

をどうするんだというところがイメージとして掲げられております。具体的な仕組み

づくりとして、地域計画を策定しましょうでありますとか、１人１票制あるいは事業

評価が必要なんですとかっていったようなことが述べられておりますし、常設の事務

局機能、それから地域マネージャーの配置いうようなことが掲げられて提案をされて

おります。そして、実際に活動していく上での拠点が要るんだよということが掲げら

れておりまして、公民館のコミュニティセンター化ということが掲げられておりま

す。コミュニティセンターと社会教育機能の関連もこの中で述べられておりますが、

作野顧問の説明でも社会教育法に基づく公民館組織と地域運営組織の関係が一番大き

な論点であったと述べられておりました。この公民館のコミュニティ化に対する考え

方進め方について問いたいと思います。私は令和２年の１２月の議会において公民館

の多機能化、施設管理の地域への移行、公民館へ地域マネージャーを配置してという

ことを提案をいたしました。それに対して、当時の土居教育長は、あくまでも社会教

育法に基づく公民館として学びをとおして関わっていくと答弁をされました。また、

令和４年１２月議会で現大橋教育長に教育行政全般のお話を伺ったときに、地域と公

民館の連携をどうするんですかということを問いました。教育長は、郷土づくりの場

としての公民館と答弁をされております。いずれも社会教育法に規定する公民館を前

提とした答弁であったと思います。教育委員会の中でのこういった考え方の中でこの

コミュニティセンター化、これをどう進めていかれようと担当課ではされているのか

お伺いしたいと思います。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 地域運営組織の活動拠点として、公民館のあり

方はという御質問でございました。検討委員会報告書のまとめとすれば、地域運営組

織の活動拠点は地域の中心的な拠点であって町内１２の地区にある公民館が適してお

り、将来的には住民主体で柔軟に運営できるコミュニティセンター化が望ましいとま

とめているとこでございます。町としましては、一つの地域運営組織の形成エリアと

しては公民館エリアを想定している。町では１２地区と言っておりますけどそれを想

定していることから、現在１２地区それぞれにある公民館を活動拠点として、地域づ

くりと人づくりを一体的に行うことができる体制を作ることが望ましいのではないか

と考えております。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） 田村課長の答弁は、この指針に述べられていることを実

現をしたいという答弁だったと思います。この地域コミュニティのあり方検討委員会

の事務局として教育委員会から学びのまち推進課長が入っておられます。ですから、

教育委員会のほうでもこの情報は聞いておられたと思いますが、具体的にこういう基

本方針に沿って進むのかどうかこの検討委員会の中で議論をされておると思うんです

が、作野顧問の話の中でもこの部分が一番議論の多かったところだと述べられており

ますんで、具体的な進め方をどう考えておられるのか、どちらでもよろしいです。お

聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議員のほうからは、具体的にどうやって進めて

いくのかという御質問がございました。当初から１２の地区でつくっていくことを前

提とした話になっておりまして、パターンとすれば、この報告書の中では二つのパタ

ーンを示しておりますけれどもこれが一律にということではございません。やはり地

域の中での考え方がございますので、極端なことを言いますと１２とおりっていうこ

とも議論の中ではあったということでございます。結局はその地域の中で地域運営組
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織というのを立ち上げる中で、どこを活動拠点にされるかというのは、先ほど報告書

の中では公民館がいいんだよって話はさせていただきましたけど必ずしも地域がそこ

を選ばれるかどうかわかりません。そこについてはそれぞれの地域と話合いを続けな

がらやっていくということです。仮にこの報告書どおりの形で進むとしたとしても、

この中ではちゃんと社会教育機能として町職員がその公民館の中に配置されて、これ

までどおりの活動を続けるんだよということは言ってますので、そこは変わらないも

のだと考えております。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） 令和２年の１２月にお話をさせてもらった中で、私は施

設としての公民館の維持管理と社会教育としての公民館機能の維持管理というもの

は、分けて考えるべきではないですかというお話をさせていただきました。それは公

民館条例とそれぞれの公民館が入っている施設の施設条例。二つ条例があるわけで、

その施設は施設条例に基づいて施設管理をする。公民館は公民館条例に基づいて社会

教育の場としての公民館活動をしていくっていう考え方はできませんかという話をさ

せていただきました。改めて伺いますが、そういった考え方で今の１２のエリアの中

心施設として公民館を考えるということはお考えになりませんか。どなたでも結構で

す。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） これまでも令和４年度から議論を進める中で、

いろんなパターンを作野先生からも紹介していただきながら検討を進めております。

その中で先ほど言われました看板を２枚掲げているというところもあるという話もさ

れてましたので、そういったところはそういう必要性があったと考えます。邑南町は

これだけこの一本でやるということではなくて、それぞれのパターンを検証しながら

どのパターンが一番いいのかっていうのはその地区ごとに考えていく。町だったりと

か教育委員会も相談に乗っていくという形になるのかなと考えますので、これでなけ

ればいけないというものはないと考えます。
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○大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大橋教育長。

○大橋教育長（大橋覚） 以前より中村議員さんとは議論させていただいたところ

でございます。今回いろいろな委員会、私も数回参加をさせていただきました。その

中で機能の充実、地域づくりは人づくり、人づくりは地域づくりということで、未来

永劫にわたっての地域づくりのやはり母体は人づくりである。それが基盤になること

はもう間違いないっていうのは述べさせていただきました。その中で社会教育機能は

残していただきたいというのもお伝えをさせていただきましたし、もちろん名称につ

いては各地域でいろいろ御議論があるのかなあと思っておりますけど、機能として必

ず残していただきたいというのは、お伝えをさせていただいたところでございます。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） 私も社会教育はやめなさいという話はしておりません。

大切なことだろうと私も認識しておりますので、社会教育を行うということと施設の

維持管理をするということを分けて考えたらどうですかっていう話をさせていただい

ているところです。この基本方針の中にも、教育委員会から社会教育に関するスタッ

フ社会教育主事を派遣してもらうという例と、もう一つは地域のほうでそういった主

事にかわる者を置くというようなことも例として書かれております。田村課長が言わ

れたように、一本の形でいくんではないということだろうと思いますが、そうなりま

すと公民館のあり方といいますか施設のあり方というのが、１２とおりできてくるっ

ていうそれでもいいということなんでしょうか。それは条例的にどうのこうのという

ことであれば、それに合うような整備をしていけばいいんでしょうが、そういうお考

えかどうかというところだけ確認させてください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 施設の使い方に関しての御質問だと思います。

この報告書の中では一つの案として指定管理という形をとって、行政部局がその施設

の管理をその地域コミュニティ団体にお願いするという形もされておりますのでそう

いったとこも今後は有り得る話だと考えてます。少し時間をいただいて１２地区の公

民館が同じようなパターンではなくて地域ごとに少しあり方は変わるのかなと考えま

すので、それによっては条例の改正が必要だったり法令整備が必要であれば、そうい

う対応をしていく必要があるんだろうと考えております。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） わかりました。先ほど教育長が言われました、人づくり

であるとか指定管理の話も今出ましたけども、それはこの後ちょっとまた話をさせて

いただきたいと思います。この基本方針を進めたいと思います。そういった公民館の

コミュニティセンター化ということが書かれております後に、地域運営組織が担うべ

き事業というようなものが掲げられておりますが、これは先ほど田村課長が言われた

ように、それぞれの地区地区で事情が変わってきてニーズが違うということがありま

すから、そこに合った事業をやるということになるんだろうと思います。令和３年の

ときも総務省の資料を提示させていただきましたが令和４年度のものの実態把握調査

をやっているものがございまして、その中に具体的に地域運営組織で行っておる主な

活動というところで、祭り・運動会などのイベント、交流事業、健康づくり、それか

ら地域の美化清掃、防災訓練研修、広報誌の作成発行、高齢者交流サービス、文化ス

ポーツ、このあたりが５０％以上の地域運営組織で行われていることのようです。令

和４年度で全国で七千ぐらいな地域運営組織があると総務省では認識しておるようで

す。それ以外にも様々ありまして、それぞれその地域の実情に応じた活動をされてい

るということが実情のようです。第３章のほうで町の支援。第４章で実行計画。第５

章として、継続していくためのさらなる課題ということが述べられておりますが、ち

ょっと関連がありますのでこのへんのことをまとめてお伺いしたいと思います。第３

章の町の支援というところで、地域運営組織の設立運営に対する支援が必要ですよと

いうことが述べられております。これについて、担当課として具体的にどのような、

ここに述べられているのは財政的な支援であるとか人的な支援であるとかっていうこ

とが述べられておりますが、どのようなことを想定されておるかを伺いたいと思いま

す。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 地域運営組織の立ち上げに向けての支援体制と

いうことだと思います。既に地区独自で地域コミュニティの見直しを始めている地域

も今現状であるんですけども、現在の体制を見直して新たな地域運営組織をつくって

いくにはそれぞれの地区で大変なエネルギーが要るんだろうと考えられます。町とし

ましては、設立運営の伴走支援を当然行っていく必要があると考えております。この

中で地域コミュニティの施策で言いますと、地区別戦略というのを今ずっと続けてき

ました。これは１２地区単位でやってきたんですけれども、それも伴走支援に近い形

でやってきたということでございます。具体的には設立の準備段階で必要となるの

が、設立に向けてあるいは運営に対しての手引きいわゆるマニュアルというもの。そ

ういったものが必要になるんだろうなと思いますし、先行している自治体では作成さ

れておりますので、これを作成をして地域運営組織の設立を検討されている地域に関

して早めにお示しをさせていただいて、設立後の運営経費についても当然必要になっ

てくると思いますので、そういったところは今も自治会活動の補助金という形で出し

ておりますけれども、それをベースに地域運営組織で必要となる支援制度というのは

検討する必要があるなと考えております。なるべく早めにこういったことをお示しし

ながら検討されてるところの歩みをとめないようにする必要があるなと考えておりま

すので、そういったことで町としてはバックアップしていきたいと考えております。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） 先進という言葉は悪いですが既に町内で行っているとい

うか、移行に向けて取り組んでいるところのマニュアルというか情報を共有するとい

うようなことと思いました。それから運営については、現在自治会活動補助金を出し

ておられますがそういったものを移行するというか、そういったもので何とかしてい

きたいということだと思います。第５章に述べられておりますように、地域運営組織

というものは設立してからずっと継続して続いてやっていかなければならない。その

ためには、教育長が言われた人づくりであるとか課長の言われた財政的な支援である
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とかということが必要になってくるんだろうと思うんです。先ほどの総務省の出して

おります資料で言いますと、地域運営組織の持続的な運営に向けた課題というところ

で言いますと一番は教育長言われたように人材です。活動の担い手となる人材。御存

じかと思いますがいろいろ協議をする段階と、そこで決まったことをその地域の中で

地域を維持していくために実際に動かなきゃいけない。例えば、草刈りをするとかっ

ていうようなときには、そういった活動するための人材。一番の不足というのは、活

動の担い手となる人材の不足ということが挙げられています。次が次期のリーダーと

なる人材の不足。その次がリーダーとなる人材の不足。その次が事務局運営を担う人

材の不足。このあたりがやっぱり一番求められているとこだと思います。その次ぐら

いに活動資金というのが出てきてます。この活動資金、収入源を調査したものがあり

まして、市区町村からの助成金交付金等これをもって充てているというところが、こ

れで全部充ててるんじゃなくてこれをもらっているというところが８４％あります。

それから構成員からの会費を徴収している、これも充てているのが４０％です。あと

が寄附金だとか、それから国都道府県等からの助成金・交付金、民間団体からの助成

金、公的施設の指定管理料、これは先ほど課長が言われた、例えばその地区の公民館

の指定管理をその団体にお願いをする指定するっていうことだろうと思います。それ

から、市区町村からの受託事業、いわゆるアウトソーシングです。例えば、今配り物

を集落単位で行政協力員さんにお願いをしてますがそういった制度を見直して、この

地域運営組織でお願いしようと。それから、利用者からの利用料だとか収益事業の収

益というようなものもあります。そういったこういったものを複数集めて組織を運営

している。そういったことが今の地域運営組織の実情のようです。そういったことが

軌道に乗るまでその間が大変なんだろうと思うんですが、その間は田村課長は自治会

補助金のようなものを転用して何とかしていきたいとおっしゃいました。そういった

ことを何とか継続してやっていけるようになるまでの間をお願いしたいということを

ちょっとお願いしたいと思います。それから人材育成のことですけども、これも２年

の１２月に地域マネージャーというかリーダーになるべく人を、役場職員の中から公

募したらどうかという提案をさせていただきました。働き方改革ということも含めて

です。答弁としてはそのときはいただいてないと思っておりますが、改めてお伺いし

ますが役場職員の中でよしやってやろうと言われる方を公募するっていうことでの人

材確保の可能性はどうお考えでしょうか。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。
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○大賀総務課長（大賀定） 地域運営組織を担っていく人材として、職員から公募

してはどうかという御意見でございます。恐らくフレックスタイムの制度であるとか

を想定をされての御意見かなとは思っておりますけれども、そういう地域運営組織へ

の活動に従事することもフレックスタイム制度の利用について一番の目的として掲げ

ております。ただ、その運営に従事するということであれば、従事した時間をほかの

勤務日に振り替えて勤務をしなければならないというところがあったりします。職務

免除というような制度もあるかもしれませんけれども、そのへんについてまだ細かく

検討はしておりませんが、今後視野に入れていく必要はあるかと思っております。今

後検討を進めてまいりたいと思っております。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） フレックスタイムに限ったことではなくて、出向である

とかということも含めて可能性を検討していただきたいと思います。先ほど教育長が

言われたように、学校教育から社会教育にかけて人材を育成していくっていうことが

できれば一番いいんでしょうが、これは時間がかかることですし役場職員の優秀な

方々を何とか活用できないかなという考えであります。地域おこし協力隊を活用した

地域マネージャーの育成ということも可能性としてあるんじゃないかと思います。実

際に羽須美では課長御存じだろうと思いますが、ＮＰＯひろしまねと中山間研究セン

ターと邑南町もコンソーシアムに名前を連ねていただいてると思うんですが民間の財

団から助成を受けまして、地域マネージャーの養成講座というものを今始めたところ

です。そういったことを、行政として何か考えられないかということについていかが

でしょうか。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 地域マネージャーに適する人材の配置、あとは

人材育成の考え方と捉えさせていただきます。先行する自治体の例を見ますと、地域

運営組織を設立すると常設の事務局というのが必要となってくるということでありま
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した。また、通常の事務局よりもより高い高度な知識や技能をもったマネジメント人

材の配置が必要となるということが想定されてくると思います。そういった人員の配

置に関しては、各地域運営組織ごとに必要になってくるということであります。こう

いった人材は、身近で探して適任者がいらっしゃればそれにこしたことはないと。こ

うしたこと以外に適任者がいない場合。周りから探してこなきゃいけないということ

になると、議員が言われた地域おこし協力隊っていうのは一つの制度だろうと思いま

す。これは３年という短い研修期間ですので、その後４年目以降はそのままマネージ

ャーとして配置されるというのが前提であると思います。その３年の期間の中でしっ

かり研修を積んでいくということになるのかと考えております。ただ、そのマネジメ

ントのスキルを磨くための今そういった研修カリキュラムが実際ないです。今言われ

た羽須美の地域で今やっていただいているのが、まさにそういったマネージャーの育

成講座的な話ですので、そういったところを活用しながら一定のこういうカリキュラ

ムができましたら、活用しながら人材の育成をしていく必要があるかなと思います。

もう一つ違う視点で考えますと、県立大学が今地域づくりに根差した人たちを育成し

ていこうといいますか目指される方を、学科として設置されたということでその地域

づくりコース、昨年から邑南町もフィールドとして参画されていますし今年２年目で

また地域づくりコースの方が邑南町に入ってきていらっしゃる。そういった方が卒業

後に地域に対して思いが深いという方に関しては十分その成り手になるのかと考えま

すので、そういったところも少し期待できるところかなと思います。人材について

は、地域からあるいはまた外からっていうプランも持ちながら、マネジメントできる

人材の育成についてはプログラムをしっかりつくっていく必要があると思いますので

研究をしてまいりたいと思います。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） いずれにしましても次期リーダーになる人っていうの

が、いわゆるマネジメントのできる人材がこれ必須なわけですからこれの確保という

か、この地域運営組織を継続して運営していこうと思うとですね、課題なのかなと思

っております。地域おこし協力隊の話をしました。確かに課長言われるように３年で

ということなんですが、地域おこし協力隊は３年間は地域おこし協力隊として個人的

な賃金と研修先に対する研修費が出るっていう制度ですけども、本来はその後地域マ

ネージャーとしてそこに定住していただくとその方のいわゆる賃金を組織の中できち
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んと確保していかなきゃいけないです。そのために財政的な支援が欲しいですという

話です。最初に言いましたように市区町村からの補助金・助成金で動いているという

ところがほとんどなんですが、それ以外の部分を指定管理であるとか町からのアウト

ソーシングであるとか収益事業を行うとか、それから国県の様々な助成金・補助金。

今、地域運営組織に対しては内閣府とか総務省とかだけでなくて、農水省もこういっ

た地域運営組織に非常に興味を示しております。農村ＲＭＯですか。ＲＭＯっていう

のは地域運営組織のことなんですが、それの農業版です。資料を見ると地域運営組織

の行っている業務の中で、農業に関するものっていうのが少ないんです。農水省で

は、そういった農村での自治組織といいますか自治会とか集落であるとか、農村でそ

ういった組織が維持できなくなると農地も維持できなくなるということもあって、農

水省ではそういったことに力を入れておるようです。そういった情報も各地域に情報

をきちんと出していただいて、そこで自立してやっていけるような財政的な根底がで

きるような支援をしていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） この報告書を尊重していくということから言い

ますと、町の支援というのは先ほど言われましたような人的支援も含めて財政的な支

援が当然必要になってくるということであります。これまでは自治会活動という部分

に関しては、その地域内の人口・世帯数でカウントしたものをそのままお渡ししてた

ということでありますけど、これからはその活動内容によって町からバックアップす

る必要が出てくるんだろうと思いますので、これをやるんだったらこれだけの費用が

必要だというところを把握させていただいて、地域の方だけでは担い切れないという

ことであれば、当然行政側も行政がやるべきことを一部を担っていただけるというこ

とが考えますと、そういったところへの財政支援というのは当然行うべきかなと私と

しては考えているとこでございます。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） 最後に言いましたように、国県の様々な情報も提供して
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いただければと思います。農村ＲＭＯはもう既に町内でも取り組んでおられるところ

があると聞いております。そういった情報を町内で共有をして、できることならそれ

ぞれでやっていけるようになるのがいいのかなと思います。私は最初にこの邑南町地

域コミュニティのあり方基本方針の内容が私がずっと言ってきた内容と合致しておる

し、それ以上のことがうたわれております。この基本方針どおりに、地域コミュニテ

ィの育成について町として取り組んでいっていただきたいと思うわけですが、最後に

町長見解をお聞かせください。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） この問題についてはいろいろ議論をしながら、議会でも

中村議員さんを中心に質問いただきながら検討委員会でもしっかり検討を重ねたこと

であります。そういう中で今回７月に地域コミュニティのあり方基本方針というのが

示されております。私もこれを最大限に尊重していきたいと考えております。なぜな

らば、こういうことをやることによって持続可能な地域コミュニティづくりが、１０

年後２０年後も期待できるんではないかという感じを受けております。何よりも三つ

の要素でございますけども、地域住民が主役。これはまちづくり基本条例にも掲げて

おるとおりでありますし、今言われておりますように多様な主体の参加。女性も子ど

もということでございます。そして安心安全に過ごせる。高齢化社会を迎えてあるい

は多発する災害があったりして、そこのところもしっかり考えていく。この三つの要

素。あり方基本方針の中でうたわれてるってことについては非常に評価をしたいと思

います。これはいつからこうやるということは、まだ申すわけにはいきませんけど

も、やはりスタートに当たっては住民の合意形成が大事であります。しっかり我々も

説明していく責任があろうかと思いますし、何よりもスタートしたならば継続性が大

変大事であります。その継続性ということについては中村議員も御指摘をいただいて

るように、人材なかんずく地域マネージャー、リーダー、これをどうするのか。二つ

目の財源をどうするのか。これは絶対に大事な要素でございます。そういうことにつ

いて立ち上がって行政は終わりではなくて、地域コミュニティが成長していくように

行政もしっかり伴走という言葉もありますけども、一緒になってやっていくというこ

とは約束をさせていただきたいと思います。農村ＲＭＯの話も出ました。これは出羽

でございます。農村ＲＭＯは県内でもまだ少ないところでありますけれども、出羽の

場合はモデル的に頑張っていただいてる。出羽に学ぶ点も非常に多かろうと思ってお
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ります。様々なこれまでの取組み。県大生とのつながりもございますし、役場職員の

役割・出向等も含めての検討もございました。これも研究していかなきゃいけません

けども、要はこの地域コミュニティが地域運営組織がゆくゆくは自立できるようにと

いうことが一番大事でございまして、そのためには自前で稼ぐということも大事でご

ざいます。ＮＰＯあるいは法人化。こういうことも考えられるわけでございます。そ

ことの役場職員との出向の兼ね合いもあると思っておりますので、少し研究をさせて

いただきたいと思っております。そして何よりも大事なのは、地域運営組織が一斉に

邑南町で１２地区でよーいドンではないと思います。それぞれ環境が違います。だか

ら課長も言ってたようにパターンもいろいろあるだろうと思います。やれるところか

らやっていく。そこにしっかり使用していく。そして結果を出していく。こういうこ

とが大事であるし、教育委員会からも言ってるようにその中には社会教育の機能もし

っかり担保していきたいと思っております。今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。

●中村議員（中村昌史） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、中村議員。

●中村議員（中村昌史） はい。邑南町の地域コミュニティの今後の発展を願っ

て、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、中村議員の一般質問は終了いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で、本日の日程は全て終了しましたので、本日は、

これにて散会といたします。御苦労様でした。

―― 午後 ３時 19分 散会 ――


